
北
朝
階
唐
時
代
に
お
け
る
胡
族
の
通
婚
関
係
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長

ド立口

悦

弘

【
要
約
】
　
北
朝
階
唐
時
代
の
政
治
史
は
、
唐
楽
に
お
い
て
は
そ
の
ト
ー
ン
を
弱
め
る
が
、
北
魏
の
建
国
者
で
あ
り
且
つ
軍
事
力
の
担
い
手
で
あ
っ
た
鮮
卑

官
と
最
初
そ
の
膝
下
に
屈
し
た
が
徐
々
に
官
僚
と
し
て
北
魏
政
権
に
出
仕
し
て
い
っ
た
漢
族
と
の
合
作
・
融
合
が
そ
の
基
調
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
合
作
・
融
合
は
北
魏
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
を
一
大
契
機
に
進
む
が
、
そ
れ
は
一
挙
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

一
度
北
端
末
年
の
動
乱
を
経
て
、
深
化
し
て
い
く
。
鮮
卑
族
と
漢
族
と
が
最
も
強
く
結
び
つ
く
方
法
が
通
婚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
小
論
で
は
北

朝
晴
唐
時
代
に
お
け
る
両
者
の
合
作
・
融
合
の
過
程
・
構
造
を
捌
出
す
る
た
め
に
、
通
患
関
係
を
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
三
巻
四
号
　
一
九
九
〇
年
七
月

序

　
魏
晋
南
北
朝
及
び
皇
孫
時
代
の
士
大
夫
に
と
り
、
血
縁
関
係
が
基
本
原
理
と
な
っ
て
成
立
し
て
い
た
家
が
政
治
・
社
会
・
文
化
方
面
で
活
動

す
る
上
で
、
基
礎
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
る
が
故
に
、
今
日
に
至
る
ま
で
六
朝
晴
唐
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

士
大
夫
の
家
系
に
対
し
て
数
多
く
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
北
魏
・
北
斉
・
等
等
の
北
朝
三
政
権
か
ら
六
朝
を
経
て
唐
朝
に
か
け
て
の
政
治
史
は
、
四
三
九
年
目
北
下
を
減
ぼ
し
て
華
北
を

統
一
し
た
北
魏
政
権
の
軍
事
力
の
担
い
手
で
あ
っ
た
鮮
卑
族
と
最
初
そ
の
膝
下
に
屈
し
た
が
徐
々
に
北
朝
政
権
に
参
画
し
て
い
っ
た
漢
族
と
が

合
作
・
融
合
し
て
い
っ
た
側
面
を
有
す
る
。
鮮
卑
族
と
漢
族
と
の
合
作
・
融
合
の
最
初
の
一
大
転
機
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
五
世
紀
末
に
北

魏
孝
文
帝
が
推
し
進
め
た
一
連
の
漢
化
政
策
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
、
姓
族
学
籍
は
鮮
卑
族
と
漢
族
と
を
同
一
の
門
閥
秩
序
の
下
に
統
合
し
よ



北朝陪唐時代における胡族の通婚関係（長部）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

う
と
試
み
た
も
の
で
、
画
期
的
事
件
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
再
び
現
在
ま
で
の
六
朝
藤
縄
士
大
夫
の
家
系
研
究
に
限
を
向
け
る
と
、
専
ら
特
定
の
家
系
を
研
究
し
て
い
る
も
の
と
、
特
定
の
家
系

を
中
軸
と
し
そ
の
通
婚
関
係
を
研
究
し
て
い
る
も
の
と
、
二
つ
の
形
態
が
あ
る
が
、
両
者
は
互
い
に
方
法
に
お
い
て
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
後
者
は
前
者
の
研
究
に
通
婚
関
係
の
分
析
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
、
前
者
の
研
究
を
よ
り
一
層
深
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
③

評
せ
よ
う
。
六
朝
晴
唐
士
大
夫
の
通
婚
関
係
の
研
究
は
、
そ
の
対
象
が
士
大
夫
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の
各
方
面
に
お
け
る
基
盤
と
な
っ
て
い

た
が
故
に
、
当
時
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の
構
造
を
よ
り
詳
密
に
具
体
的
に
理
解
す
る
方
途
と
し
て
期
待
さ
れ
る
。

　
更
に
従
来
の
六
朝
階
唐
時
代
の
家
系
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
家
を
、
角
度
を
変
え
て
民
族
別
に
み
る
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
族
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

唯
一
の
例
外
を
除
い
て
鮮
密
雲
の
家
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
家
系
が
研
究
さ
れ
た
鮮
卑
族
の
家
は
北
魏
代
の
元
氏
だ
け
で
あ
る
。
鮮
卑
族
が
、

北
魏
以
来
漢
族
士
大
夫
と
と
も
に
、
北
朝
晴
唐
政
権
に
参
与
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
漢
族
士
大
夫
の
系
譜
を
研
究
す
る
の
み
な
ら
ず
、

膝
撃
族
の
系
譜
を
時
代
を
北
魏
か
ら
豊
代
ま
で
伸
ば
し
、
対
象
と
す
る
家
を
元
氏
以
外
に
も
及
ぼ
し
て
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
北
朝
階
唐
時

代
の
政
治
及
び
社
会
の
構
造
を
よ
り
多
角
的
に
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
朝
晴
唐
時
代
の
政
治
史
を
鮮
卑
族

と
漢
族
両
者
の
合
作
・
融
合
過
程
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
両
者
の
結
合
関
係
中
、
考
え
ら
れ
る
最
も
強
力
な
結
合

方
法
は
両
者
が
依
拠
し
た
家
と
家
と
が
婚
姻
に
よ
り
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
鮮
卑
族
と
漢
族
と
の
系
譜
研
究
を
各
々
民
族
に
分

け
て
そ
の
枠
内
で
、
互
い
に
無
関
係
に
独
立
さ
せ
て
進
め
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
固
く
結
び
つ
け
た
と
想
像
さ
れ
る
通
婚
関
係
を
具
体
的
に

検
討
す
る
こ
と
が
、
両
者
の
合
作
・
融
合
の
実
相
を
理
解
す
る
た
め
に
、
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
北
朝
階
唐
時

代
に
お
け
る
鮮
卑
族
の
通
力
関
係
を
、
特
に
漢
族
と
の
剛
強
関
係
を
基
軸
に
、
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
北
魏
孝
文
帝
が
苗
族
詳
定
に
よ
り
樹
て
た
一
つ
の
門
閥
秩
序
を
以
て
鮮
卑
族
と
漢
族
と
を
統
卜
し
た
と
述
べ
た
が
、
鮮
卑
族
が
漢
族
の
通
婚

相
手
を
選
ぶ
際
、
両
者
を
統
合
し
た
門
閥
秩
序
下
で
定
め
ら
れ
た
自
身
の
家
格
に
み
あ
う
家
格
を
選
択
し
た
の
か
、
逆
に
漢
族
も
ま
た
鮮
卑
族

と
通
輸
す
る
上
で
も
同
一
の
規
準
を
用
い
た
の
か
、
要
す
る
に
両
者
は
共
通
す
る
身
分
と
い
う
枠
内
で
通
婚
し
た
の
か
、
つ
ま
り
両
老
の
統
合
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が
門
閥
秩
序
に
よ
る
統
合
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
以
上
、
身
分
上
の
観
点
か
ら
も
検
討
を
加
え
6
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
尚
、
小
論
で
は
以
下
鮮
卑
族
の
代
わ
り
に
、
漢
族
と
対
応
す
る
語
で
あ
る
胡
族
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

①
　
士
大
夫
の
家
系
に
関
す
る
研
究
は
、
ω
王
押
岡
『
五
照
門
第
臨
下
、
（
成
都
金

　
陵
大
中
国
文
化
研
究
所
一
九
閥
三
年
、
香
港
銘
文
大
学
出
版
社
、
補
訂
版
一
九
七

　
八
年
）
、
②
守
屋
美
都
雄
『
六
朝
門
閥
の
一
研
究
一
太
原
王
氏
系
譜
考
』
（
日
本
出

　
版
協
同
　
一
九
五
一
年
）
、
㈲
竹
田
龍
児
「
門
閥
と
し
て
の
弘
農
揚
氏
に
つ
い
て

　
の
一
考
察
」
（
『
史
学
』
3
1
ー
ユ
～
4
　
一
九
五
八
年
）
、
㈲
矢
野
主
税
『
門
閥
社
会

　
史
』
（
長
崎
大
史
学
　

一
九
六
五
年
・
）
、
⑤
丹
羽
党
子
「
魏
晋
時
代
』
の
名
族
－
筍
氏

　
の
人
々
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
中
世
史
研
究
』
、
東
海
大
学
出
版
会
　
一
九
七
〇
年
）
、

　
㈲
多
田
獺
…
介
「
魏
晋
代
の
穎
川
疾
氏
に
つ
い
て
」
（
『
史
艸
』
1
6
　
一
九
七
五
年
）
、

　
切
同
上
「
頴
川
炭
氏
の
人
び
と
i
西
晋
時
代
の
灰
褒
を
中
心
に
一
」
（
『
木
村
正
雄

　
博
士
退
宮
記
・
怠
論
集
』
、
　
一
九
七
六
年
）
、
⑧
大
川
富
士
夫
「
六
覇
前
期
の
呉
興
郡

　
の
豪
族
一
と
く
に
武
康
の
沈
氏
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
宗
教
社
会
史
研
究
』
雄
山
閣

　
一
九
七
七
年
）
、
ゆ
同
上
「
南
朝
時
代
の
土
砂
武
康
の
沈
氏
に
つ
い
て
」
（
『
立
正

　
史
学
』
5
0
　
一
九
八
一
年
）
、
㈹
石
田
徳
行
「
2
～
6
世
紀
安
定
皇
甫
氏
考
i
特

　
に
そ
の
武
人
的
側
面
を
中
心
に
」
（
『
軍
事
史
学
』
1
7
－
2
、
　
｝
九
八
一
年
）
、
㈲

　
同
上
「
糊
地
傅
氏
考
i
漢
・
魏
・
無
代
を
中
心
に
」
（
『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
認
念
論

　
集
』
下
　
一
九
八
～
年
）
、
働
陳
寅
恪
「
記
鷹
代
之
李
武
謹
選
婚
姻
集
団
」
（
『
金

　
明
館
叢
稿
初
編
』
、
上
海
古
籍
鐵
版
社
　
一
九
八
○
年
）
、
⑬
布
屠
潮
回
「
唐
朝
初

　
期
の
憩
室
婚
姻
集
団
－
公
主
の
婚
家
先
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
階
唐
歌
研
究
』
、

　
溝
朋
禽
　
　
一
九
六
八
年
）
、
⑯
愛
宕
元
門
無
代
萢
引
引
虚
研
究
－
婚
姻
関
係
を
中

　
心
に
一
」
（
『
中
継
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
一
九
八

　
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

②
　
鷹
長
嬬
「
拓
賊
族
的
漢
画
過
程
」
（
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
続
編
』
一
四
四
i
一

　
四
五
頁
、
生
活
・
読
霧
・
新
知
三
聯
書
店
　
一
九
五
九
年
）

③
注
①
参
照
。
油
①
に
掲
げ
た
研
究
中
、
通
婚
関
係
に
論
及
し
て
い
る
も
の
は
、

　
②
・
㈲
・
⑫
・
⑧
・
⑭
で
あ
る
。

④
　
遽
耀
東
「
拓
践
氏
与
中
原
士
族
的
関
係
」
（
『
新
卒
学
報
』
七
一
一
　
一
九
六
五
年
）
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第
一
章
　
胡
族
と
漢
族
の
第
剛
次
通
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
れ
ま
で
胡
族
の
系
譜
．
婚
姻
関
係
に
関
す
る
具
体
蘭
研
究
は
、
唯
一
遙
耀
東
氏
の
「
拓
践
氏
与
中
原
士
族
的
関
係
」
が
存
す
る
だ
け
で
あ

る
。
囁
賦
活
の
場
合
も
漢
族
周
様
合
葬
し
、
合
葬
し
た
墓
誌
に
、
夫
の
出
自
・
家
系
・
官
歴
と
と
も
に
、
妻
の
名
・
出
自
・
家
系
・
父
兄
の
官
歴

が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
り
、
現
在
の
我
々
は
途
氏
が
研
究
し
た
元
氏
以
外
に
も
胡
族
の
婚
姻
関
係
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
『
魏
書
』
・
『
北
史
』
等
の
正
史
と
と
も
に
今
に
伝
わ
る
墓
誌
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
胡
族
の
通
婚
関
係
を
よ
り
詳
し
く
復

元
で
き
よ
う
。
恐
ら
く
正
史
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
胡
族
の
通
婚
関
係
は
、
墓
誌
を
基
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
論
で
は
、
正
史
等
の
文
献



料
と
と
も
に
、
墓
誌
を
若
干
利
用
し
て
胡
族
の
通
婚
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
胡
族
の
通
婚
関
係
に
つ
い
て
最
も
豊
富
な
資
料
が
残
っ
て
い
る
家
が
、
墓
誌
が
最
も
多
く
残
っ
て
い
る
北
魏
宗
室
元
琉
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
元
氏
の
通
婚
関
係
を
、
先
ず
取
り
あ
げ
よ
う
。
元
氏
の
北
帯
代
の
婚
姻
関
係
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
逢
氏
の
手
に
よ
り
研
究
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
小
論
で
は
氏
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
聖
母
の
代
代
の
婚
姻
関
係
を
整
理
し
よ
う
。
但
し
迭
氏
の
研
究
は
北
魏
代
に
限
ら
れ
て
い
る

の
で
北
斉
・
北
周
・
階
・
唐
代
の
通
婚
関
係
を
補
な
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

第
［
節
元
氏
の
婚
姻
関
係

北朝俗画時代における胡族の通婚関係（長都）

　
胡
族
（
鮮
卑
族
）
中
、
漢
族
と
積
極
的
に
大
量
に
通
嘉
し
て
い
っ
た
の
は
、
北
魏
の
宗
室
元
氏
（
拓
平
氏
）
を
噛
矢
と
す
る
。
元
氏
が
漢
族
と
本

格
的
に
縁
戚
関
係
を
結
ぶ
の
は
、
五
世
紀
末
に
平
城
か
ら
洛
陽
へ
遷
都
し
た
り
、
胡
語
（
鮮
卑
語
）
・
略
服
の
使
用
を
胡
族
に
禁
止
し
た
り
す
る

な
ど
、
急
速
に
等
化
政
策
を
推
進
し
て
い
っ
た
孝
文
帝
時
代
か
ら
で
あ
ろ
う
。
然
も
そ
の
相
手
が
、
漢
族
中
、
名
族
士
大
夫
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
魏
書
』
2
1
上
、
成
陽
正
置
捨
の
一
文
か
ら
窺
え
る
。
そ
の
記
述
か
ら
、
孝
文
帝
が
六
人
の
弟
の
た
め
に
選
ん
だ
伴
侶
は
、
榮
陽
郡
鄭
重
・
朧

西
郡
李
氏
が
各
二
人
、
詳
録
郡
盧
氏
・
代
思
議
氏
が
、
各
一
人
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
女
性
六
人
中
、
代
平
座
氏
は
『
元
和
姓
纂
』
1
0
「
長
南
」

に
「
河
南
　
代
人
。
本
姓
、
邸
穆
陵
古
代
。
為
部
落
大
人
。
」
と
あ
り
蟹
族
で
あ
る
の
を
除
い
て
、
残
り
五
人
は
い
ず
れ
も
漢
族
で
あ
り
、
名
族

士
大
夫
の
娘
で
あ
る
。
こ
の
威
忌
門
愚
説
の
記
述
は
、
元
軽
機
王
子
が
、
妃
嬢
に
代
郡
か
ら
来
た
胡
馬
の
華
族
（
穆
・
陸
・
賀
・
劉
・
楼
・
干
・
穂

・
尉
）
及
び
漢
族
の
名
族
か
ら
取
る
べ
き
旨
を
詔
し
、
手
は
じ
め
に
孝
文
帝
の
弟
六
人
に
そ
れ
を
実
行
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
孝
文
帝
自
身
も
、
朧
西
郡
李
氏
、
太
原
郡
王
氏
、
萢
陽
郡
慮
琉
、
榮
陽
酒
壷
氏
、
清
河
郡
…
崔
属
の
漢
族
の
名
族
士
大
夫
の
娘
を
後
宮
に
迎
え

語
れ
た
（
『
資
治
通
鑑
』
蜘
包
隠
6
明
帯
建
武
三
年
（
騨
九
六
）
の
条
）
。
孝
文
帝
と
弟
の
漢
族
と
の
通
婚
は
、
胡
族
と
漢
族
と
の
通
婚
と
い
う
民
族
の

側
面
と
、
士
大
夫
と
の
通
言
と
い
う
身
分
上
の
側
面
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
両
側
面
の
存
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
た
上
で
、
元
氏
の
通
婚
関
係
が
、
孝
文
帝
時
代
を
境
に
変
化
す
る
か
否
か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
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先
ず
皇
帝
と
皇
族
と
に
分
け
、
皇
帝
の
通
婚
全
手
を
孝
文
帝
よ
り
前
の
献
文
士
以
前
と
、
孝
文
帝
よ
り
後
の
宣
武
帝
以
降
と
に
区
切
っ
て
み

る
こ
と
と
す
る
。
羅
文
帝
以
前
の
遡
婚
相
手
を
途
氏
の
研
究
を
参
照
し
、
更
に
林
重
鉢
『
元
和
姓
纂
』
と
挑
薇
元
著
『
北
朝
胡
姓
考
』
（
科
学
出

版
社
　
一
九
五
八
年
）
の
記
述
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
胡
族
と
漢
族
と
に
分
け
て
み
る
と
、
胡
族
が
漢
族
の
二
倍
で
華
族
か
ら
女
性
を
迎
え
る
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
出
自
を
み
る
と
、
胡
族
が
慕
容
氏
が
五
人
で
最
も
多
く
、
次
い
で
沮
渠
氏
が
三
人
で
多
い
の
に
対
し
て
、
漢

族
は
墨
黒
が
二
人
で
最
も
多
い
く
ら
い
で
特
定
の
家
に
偏
っ
て
お
ら
ず
、
崔
・
虚
・
李
・
郵
・
王
の
漢
族
士
大
夫
中
、
最
高
家
格
を
誇
る
五
姓

が
み
ら
れ
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　
宣
武
帝
以
後
の
通
婚
相
手
は
逢
氏
の
研
究
で
は
手
が
つ
け
ら
れ
ず
に
お
り
、
本
来
は
通
婚
相
手
の
表
を
掲
載
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関

係
上
割
愛
に
従
う
臥
但
だ
、
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
、
宣
武
帝
以
後
の
通
婚
相
手
は
胡
族
と
漢
族
と
が
ほ
ぼ
同
数
、
同
率
で
、
宣
武
帝
以
後
、

北
越
の
皇
帝
は
漢
族
と
蒸
溜
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
族
の
出
自
を
み
る
と
、
清
河
郡
の
崔
氏
（
『
購
書
』
6
6
雛
線
虫
）
、
趙
郡

の
李
氏
（
『
調
髪
南
北
朝
墓
誌
講
釈
』
3
9
図
、
以
下
『
集
注
』
と
略
称
）
の
五
姓
が
入
っ
て
お
り
、
更
に
安
定
郡
の
商
民
（
『
魏
書
』
1
3
宣
武
皇
后
胡
氏
伝
、

同
書
1
3
孝
明
皇
后
胡
属
伝
、
『
集
眼
』
4
0
1
2
）
、
な
ど
地
方
の
名
族
か
ら
少
な
か
ら
ず
搾
れ
て
お
り
、
孝
文
帝
以
後
、
漢
族
士
大
夫
の
娘
が
後
宮
に

入
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。

　
皇
族
の
通
婚
相
手
に
つ
い
て
は
、
四
九
六
年
以
前
に
婚
姻
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
例
は
極
め
て
少
な
い
が
、
通
婚
関
係
の
判
明
し
て
い
る

最
も
古
い
世
代
で
あ
る
拓
賊
罎
律
か
ら
第
四
・
五
・
六
世
代
（
道
武
帝
は
第
四
世
代
、
孝
文
帝
は
第
一
一
世
代
）
の
伴
侶
を
民
族
に
分
け
て
み
る
と
、

胡
族
は
銚
氏
（
夫
1
1
元
渾
）
、
余
命
（
語
聾
）
、
婁
氏
（
元
興
都
）
、
給
千
氏
（
調
度
和
）
、
赫
連
氏
（
元
素
連
）
、
森
羅
（
元
　
）
、
宇
文
氏
（
元
陪
斤
）
、
叱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

羅
氏
（
元
町
）
の
八
人
に
対
し
て
、
漢
族
は
王
氏
（
元
宵
）
、
公
孫
氏
（
　
7
0
驚
）
、
皮
氏
（
元
耀
）
、
黒
氏
（
金
歯
徳
）
の
四
人
で
胡
族
が
多
い
。
代
が
下

っ
て
第
九
世
代
の
文
成
帝
及
び
第
一
〇
世
代
の
献
文
帝
の
兄
弟
の
通
婚
網
手
を
民
族
別
に
分
け
る
と
、
胡
族
は
黒
氏
（
元
新
成
）
一
人
だ
け
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

漢
族
は
頓
心
算
李
氏
（
元
新
成
）
、
孟
氏
（
元
雲
）
、
仇
氏
（
元
禎
）
、
常
氏
（
元
簡
）
の
四
人
で
漢
族
の
割
合
が
増
え
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、

漢
族
中
、
五
姓
及
び
地
方
名
族
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
漢
族
と
多
く
通
風
し
た
孝
文
帝
及
び
そ
の
弟
よ
り
下
の
世
代
は
、
如
何
な
る
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相
手
と
婚
姻
し
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
孝
文
帝
と
そ
の
弟
の
子
と
孫
の
婚
姻
相
手
に
限
っ
て
民
族
別
に
み
よ
う
。

　
漢
族
は
長
楽
念
望
氏
（
馬
副
・
元
端
）
、
榮
陽
同
異
氏
（
時
明
・
元
誕
）
・
安
定
郡
胡
氏
（
元
譲
・
元
鹿
）
・
彰
城
郡
劉
氏
（
元
胸
）
・
弘
農
郡
楊
氏

（
元
愉
）
・
河
内
郡
司
馬
氏
（
元
諏
）
・
渤
海
郡
職
漁
氏
（
元
謳
）
・
罐
西
郡
李
氏
（
懸
子
訥
）
・
南
蘭
存
置
瀟
氏
（
元
宝
月
）
・
清
河
郡
崔
氏
（
元
三
建
）
の

一
三
人
に
対
し
て
、
胡
族
は
河
南
郡
羅
氏
（
元
入
）
・
代
郡
閻
氏
（
元
悦
）
・
河
南
郡
穆
氏
（
元
入
）
の
三
人
の
み
で
あ
り
、
漢
族
が
胡
族
よ
り
圧
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
に
多
い
。
漢
族
が
胡
族
よ
り
多
い
の
は
文
成
帝
と
身
心
帝
の
兄
弟
と
変
わ
ら
な
い
。
こ
こ
で
注
令
し
た
い
の
は
、
漢
族
の
通
運
相
手
の
出
自

で
あ
る
。
文
成
帝
と
献
聖
帝
の
兄
弟
に
は
前
述
し
た
如
く
五
姓
・
地
方
の
名
族
士
大
夫
の
家
と
の
通
婚
例
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
孝
文
帝
と

そ
の
兄
弟
の
子
孫
の
通
覧
相
手
に
は
五
姓
の
捷
軍
郡
郵
書
・
清
河
郡
崔
氏
・
髄
西
郡
李
氏
が
選
ば
れ
、
残
り
の
九
人
は
長
楽
郡
薦
氏
以
下
す
べ

て
地
方
の
名
族
士
大
夫
の
家
柄
で
あ
り
、
漢
族
の
名
族
士
大
夫
か
ら
選
ぶ
傾
向
が
続
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
次
に
元
氏
に
嫁
し
た
胡
族
女
性
の
出
自
が
、
孝
文
帝
時
代
を
境
に
変
わ
る
か
ど
う
か
、
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
元
氏
の
胡
族
の
通

婚
相
手
を
み
る
に
、
特
定
の
家
に
偏
っ
て
は
い
な
い
。
家
柄
を
み
る
と
、
孝
文
帝
よ
り
前
で
は
、
勘
当
が
部
落
大
人
の
家
で
あ
り
（
『
墨
書
』
2
3

劉
巻
軸
）
、
赫
連
署
が
夏
主
の
家
で
あ
り
（
『
魏
書
』
9
5
三
連
勃
勃
伝
）
、
孝
文
帝
以
後
で
は
、
穆
氏
と
羅
氏
が
部
落
大
人
の
家
で
あ
り
（
『
元
和
姓
纂
』

1
0
、
『
聖
書
』
4
4
羅
岨
伝
）
、
閻
民
が
惚
々
主
の
後
号
で
あ
る
（
『
北
朝
胡
論
考
』
）
の
が
確
認
で
き
る
。
望
事
は
、
孝
文
帝
よ
り
前
と
後
と
で
通
婚
し

た
胡
族
の
家
柄
は
い
ず
れ
も
部
落
大
人
も
し
く
は
国
主
の
家
が
多
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
前
に
孝
文
帝
が
四
九
六
年
（
太
和
二
〇
）
に
元
氏
諸
王
が
胡
族
の
八
族
か
漢
族
の
名
族
か
ら
伴
侶
を
迎
う
べ
き
旨
を
宣
し
た
詔
が
出
さ
れ
た
こ

と
は
述
べ
た
が
、
八
族
と
は
穆
・
陸
・
賀
・
劉
・
楼
・
干
・
穂
・
尉
の
八
丁
で
、
『
下
書
』
撚
官
意
志
に
み
る
如
く
、
四
九
五
年
（
三
和
一
九
）

の
渋
難
詳
定
の
際
、
漢
族
士
人
の
最
高
家
格
の
崔
・
盧
・
鄭
・
王
四
姓
同
様
、
濁
官
に
就
け
な
い
こ
と
を
定
め
た
胡
族
中
、
最
高
の
家
柄
で
あ

っ
た
。
姓
思
立
定
と
は
、
胡
族
の
各
家
の
始
祖
が
部
落
大
人
で
あ
り
且
つ
道
武
帝
の
皇
始
年
間
（
三
九
六
⊥
二
九
七
）
以
来
、
三
代
の
官
が
給
事

以
上
、
州
刺
史
・
鎮
大
将
、
贔
位
が
王
・
公
に
登
っ
た
者
、
部
落
大
人
の
家
で
な
く
皇
始
年
閲
以
来
、
三
代
の
宮
が
尚
書
以
上
、
品
位
が
王
・

公
に
登
り
、
そ
の
官
位
が
下
に
落
ち
な
か
っ
た
者
を
姓
と
し
た
。
部
落
大
人
の
子
孫
で
皇
始
年
間
以
来
、
官
位
が
前
に
挙
げ
た
官
位
に
及
ば
ず
、
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1表　北斉・北周・階・唐代元氏婚姻表

夫　　1卒　年｝死亡・年副　　妻
典

BQ28＆B19　本f云
」　S　65－2

JS52
S41＆B63　蘇威｛云

QT232　光仁恵石柱上巳序

QI502
QI886
QI602
QT232元三景墓誌銘翼：序

岡上

Q王770

QT440元鏡遠夫人郷玩墓誌銘

QT785元盛墓誌銘

QI988・QI1009
『旧』166＆r新』174元積伝

Q　T655元jii墓誌銘

同上

QT654元氏墓誌銘
QT679元積墓誌銘井序
同上

『1日』　102＆　『新』　200ラ己行を中伝

QT655皆贈皇祖批文

Q工1208

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
二
三
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

　
　
　
　
　
朱

高
羅
姫
蘇
梁
爾
襲
李
陳
章
鄭
郵
柳
崔
邸
崔
呉
二
藍
葉
羅
野
離

559

（36）

73

U7

R4

S6

V4

63

55

58

［6e）

58

55

53

［27）

55

（585］

613

669

703

703

707

719

712

738

769

795

804

（806）

820

821

821

831

［809）

【
［

詔
英
智
雄
魂
感
温
声
素
景
上
遠
盛
溶
寛
宵
之
疑
穫
上
灘
俳
嚢

　
　
　
世
仁
思
二
二
　
懐
子
鏡
　
　
　
　
莫

一
口
一
溜
一
兀
一
兀
　
兀
一
兀
一
兀
一
事
一
色
一
三
一
兀
一
匹
一
兀
～
兀
一
兀
一
日
一
着
一
兀
一
篇
同
「
兀
～
兀
｝
兀

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
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三
代
が
一
散
、
・
監
以
上
、
太
守
・
子
都
と
な
り
品

位
が
子
・
男
に
登
っ
た
者
、
先
祖
が
部
落
大
人
で

な
く
、
皇
始
年
間
以
来
、
三
代
に
亙
り
令
以
上
、

副
将
・
子
都
・
太
守
と
な
り
、
品
位
が
侯
以
上
に

登
っ
た
老
を
族
に
定
め
、
姓
・
族
に
列
せ
ら
れ
た

胡
族
は
士
人
に
輝
輝
さ
れ
た
（
『
言
書
』
罵
官
氏
志
）
。

前
の
八
病
は
士
人
に
列
せ
ら
れ
た
胡
族
中
、
漢
族

の
四
姓
と
同
格
の
最
高
位
の
士
人
と
言
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
と
な
る
と
、
元
氏
は
孝
文
帝
よ
り
前
か

ら
部
落
大
人
の
家
と
通
伍
し
、
孝
文
帝
以
後
も
旧

部
落
大
人
で
士
人
身
分
に
位
置
付
け
ら
れ
た
家
と

通
遇
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
に
確
認

し
た
如
く
、
四
九
六
年
以
降
、
元
氏
が
漢
族
の
名

族
士
大
夫
と
繁
く
通
婚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
思
い
合
わ
せ
る
と
元
押
は
北
魏
代
四
九
六
年
以
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後
、
士
人
身
分
と
い
う
枠
内
で
婚
姻
関
係
を
積
重
ね
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
北
誌
代
に
孝
文
帝
時
代
以
後
、
か
く
士
人
身
分
の
家
と
通
婚
を
重
ね
た
元
氏
は
、
他
家
の
女
性
を
自
家
に
湿
れ
る
に
当
り
、
相
手
の
家
格
を

厳
し
く
選
別
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
宣
武
帝
が
元
雍
が
博
陵
の
名
族
崔
顕
の
妹
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
に
最
初
難
色
を
示
し
た
こ
と
か
ら

窺
え
る
（
『
為
書
』
2
1
上
元
与
島
）
。
博
陵
の
崔
氏
は
清
河
の
崔
氏
に
比
べ
て
格
が
下
で
あ
る
と
は
い
え
、
名
族
に
数
え
ら
れ
る
家
柄
で
、
そ
れ
で
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も
尚
、
元
氏
が
博
陵
雀
氏
と
の
通
婚
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
の
は
、
元
氏
の
門
閥
意
識
が
高
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
北
磐
代
の
元
氏
の
婚
姻
関
係
を
、
孝
文
帝
が
弟
に
漢
族
士
大
夫
の
娘
を
婆
ら
せ
た
四
九
六
年
以
前
と
以
後
と
に
分
け
て
整
理
検

討
し
た
結
果
、
四
九
六
年
以
降
、
笹
蟹
は
漢
族
士
大
夫
の
家
と
繁
く
通
運
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
昼
型
は
北
魏
に
お
い
て
宗
室
と
い
う
国
家

の
庇
護
を
最
も
よ
く
受
け
得
る
特
別
な
地
位
に
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
で
は
北
下
国
家
が
崩
壊
し
て
国
家
の
特
別
な
後
楯
を
失
な
っ
た
後

も
、
漢
族
士
大
夫
に
受
容
さ
れ
、
通
婚
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
表
は
正
史
・
墓
誌
を
用
い
て
作
成
し
た
北
斉
・
北
周
・
階
・
唐
代
の
元
氏
の
婚
姻
関
係
表
で
あ
り
、
1
表
は
元
氏
の
伴
侶
の
出
自
を
各
々

胡
族
と
漢
族
と
に
分
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
両
翼
を
用
い
て
北
斉
以
後
の
元
号
の
婚
姻
関
係
を
一
瞥
し
よ
う
。

　
北
斉
代
以
降
、
元
氏
が
迎
え
納
れ
た
女
性
を
民
族
別
に
み
る
と
、
H
表
に
よ
る
と
、
胡
族
は
高
歓
の
娘
唯
一
人
で
あ
り
、
漢
族
は
二
〇
人
で
、

漢
族
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
北
魏
代
、
孝
文
帝
及
び
そ
の
弟
の
子
孫
の
婚
姻
関
係
の
胡
族
望
漢
族
の
比
率
が
1
対
3
（
実
数
4
対
1
3
）
で
あ

る
の
に
比
べ
て
、
北
譜
代
以
降
の
そ
れ
は
1
対
2
0
で
あ
り
、
北
斉
代
以
降
、
調
べ
得
た
限
り
で
、
元
氏
が
漢
族
と
の
婚
姻
を
ま
す
ま
す
深
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　　E表　　 iヒ斉・＃ヒ周　・階・唐’ffiこ

①　胡　族

出　　自 1一翼号瞳
　　　　　　　ミ高氏（父＝高歓）i1 1

計 1

δ漢族

出　　自
1表内の番号　｝人数

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10，

11，

17，

4

20，　21

12，　15

19

5
8
9
1
3
1
4
1
6
1
7
1
8
2
3
2
3

輩氏（京兆）

鄭氏（頻陽）

斐氏（河東）

蘇氏（武功）

梁氏（安定）

李氏（趙郡）

陳氏（穎川）

椰氏（河東）

崔氏（博陵）

雀氏（清河）

呉氏G僕陽）

李氏（饒西）

張氏（南陽）

犠氏（不明）

姫氏（不睨）

20計

※（）内は本貫。

し
っ
た
の
が
、
看
取
で
き
よ
う
。
更
に
時
期
を
限
定
し

て
み
る
と
、
至
表
中
の
一
の
元
紹
か
ら
4
の
元
世
雄
ま

で
の
僅
か
四
人
だ
け
が
階
以
前
に
結
婚
し
た
に
す
ぎ
ず
、

5
の
元
仁
恵
か
ら
2
3
の
元
嚢
ま
で
の
一
九
人
は
唐
代
に

結
婚
し
て
お
り
、
そ
の
中
民
族
が
不
明
な
相
手
と
通
罪

し
た
6
元
恵
亮
の
一
人
を
除
き
、
残
り
一
八
人
は
漢
族

が
相
手
で
、
唐
鋤
に
は
専
ら
漢
族
と
通
婚
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
北
斉
以
後
、
元
氏
に
嫁
い
だ
漢
族
女
性
の
出
自
は
、
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1
表
に
よ
る
と
、
京
兆
郡
重
氏
・
餅
盤
郡
鄭
氏
が
各
三
人
、
河
東
郡
嚢
氏
が
二
人
、
京
兆
郡
黒
氏
・
安
定
爆
撃
氏
・
趙
郡
李
氏
・
頴
川
郡
陳
氏

・
河
東
郡
柳
氏
・
湖
陵
郡
崔
氏
・
清
河
郡
量
子
・
漢
陽
郡
呉
茂
・
朧
西
郡
李
氏
・
南
陽
強
張
属
、
更
に
本
貫
が
不
明
の
羅
氏
・
姫
氏
が
各
一
人

で
あ
る
。
こ
の
中
、
五
輪
は
榮
陽
郡
郵
氏
、
博
労
郡
崔
琉
・
清
河
野
南
氏
・
瑞
西
学
務
氏
で
、
合
計
七
人
で
あ
り
、
地
方
名
族
は
、
二
宮
郡
輩

氏
、
河
東
郡
斐
氏
、
京
兆
郡
蘇
氏
、
安
定
郡
梁
氏
、
頴
川
郡
勝
論
、
河
東
郡
柳
氏
で
合
計
九
人
で
あ
る
。

　
北
斉
代
以
降
、
元
首
に
嫁
い
だ
漢
族
女
性
二
〇
人
全
体
に
占
め
る
比
率
を
算
出
す
る
と
、
五
姓
が
9
。
。
只
ミ
b
。
O
）
、
地
方
名
族
が
O
・
合
（
り
＼
b
。
O
）
、

五
姓
と
地
方
名
族
を
合
わ
せ
た
名
族
全
体
が
O
・
G
。
（
δ
＼
卜
。
O
）
で
あ
り
、
四
九
六
年
以
後
北
魏
末
年
ま
で
の
孝
文
帝
及
び
弟
の
通
婚
相
手
の
漢
族
の

各
比
率
、
五
姓
が
9
ω
（
ミ
お
）
、
地
方
名
族
が
O
・
采
⑩
＼
H
ω
）
、
名
族
全
体
が
一
b
で
あ
る
。
北
魏
代
、
四
九
六
年
以
後
に
比
べ
て
、
北
斉
代
以
後

の
漢
族
の
二
十
早
手
は
、
五
姓
が
ほ
ぼ
陶
率
で
、
地
方
名
族
が
落
ち
た
。
ま
た
北
斉
以
降
の
胡
族
も
含
め
た
元
締
の
婚
姻
相
手
一
＝
人
全
員
に

対
す
る
比
率
は
、
漢
族
五
姓
は
9
ω
。
。
（
ミ
曽
）
、
漢
族
地
方
名
族
は
O
ム
ω
（
Φ
＼
舘
）
、
名
族
全
体
は
O
績
①
（
δ
＼
b
。
目
）
で
あ
り
、
四
九
六
年
か
ら
管
沼

宋
年
ま
で
の
比
率
は
各
々
O
面
ω
（
ミ
嵩
）
、
9
認
（
O
＼
ミ
）
、
O
・
冨
（
置
＼
ミ
）
で
、
両
者
は
名
族
全
体
の
比
率
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

北
斉
以
降
、
元
氏
が
漢
族
の
士
大
夫
と
通
婚
す
る
傾
向
は
保
た
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
元
氏
が
嬰
つ
た
女
性
の
出
自
を
み
て
き
た
が
、
次
に
元
氏
の
嫁
ぎ
先
を
み
て
み
よ
う
。

　
元
詰
の
嫁
ぎ
先
を
み
る
に
当
っ
て
、
先
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
北
朝
の
漢
族
士
大
夫
の
家
に
お
い
て
、
子
供
の
地
位

が
母
親
の
出
自
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
母
親
の
出
自
が
低
け
れ
ば
、
例
え
ば
曾
祖
父
畜
産
、
祖
父
李
績
が
慕
直
言
で
名
を
知
ら

れ
、
父
の
李
崇
が
妊
娠
薦
賊
の
下
で
吏
部
尚
書
・
石
城
太
守
で
あ
っ
た
萢
陽
郡
の
李
訴
は
母
親
の
身
分
が
賎
か
っ
た
が
故
に
兄
た
ち
に
軽
ん
ぜ

ら
れ
（
『
北
島
』
2
7
李
訴
伝
）
、
ま
た
博
陵
郡
安
平
県
の
名
族
崔
廓
は
若
く
し
て
父
羅
子
元
を
失
な
い
、
貧
乏
で
母
親
の
出
自
が
賎
し
か
っ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ず
か
し
め

一
族
か
ら
相
手
に
さ
れ
ず
屡
々
辱
を
受
け
た
（
『
階
書
』
7
7
義
戦
伝
）
。
た
だ
単
に
侮
辱
を
受
け
た
だ
け
で
は
な
い
。
燕
郡
広
言
県
の
公
孫
氏
で
は

従
父
兄
荒
土
で
あ
り
な
が
ら
、
公
孫
叡
は
母
親
が
渤
海
郡
の
封
氏
、
妻
が
清
河
郡
の
魚
礁
で
い
ず
れ
も
名
族
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
公
孫
遼
は

母
親
が
雁
字
郡
の
李
属
で
門
地
が
低
い
が
た
め
に
、
冠
婚
葬
祭
の
席
上
、
公
孫
叡
は
士
人
と
し
て
遇
さ
れ
、
公
孫
逡
は
庶
人
と
し
て
扱
わ
れ
差
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別
待
遇
を
受
け
た
。
そ
れ
な
る
が
故
に
、
萢
陽
郡
廼
県
の
名
族
祖
季
真
は
士
大
夫
は
良
い
家
柄
の
結
婚
根
手
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
と
い
う
趣
旨

の
発
雷
を
し
て
い
る
（
『
追
書
』
3
3
公
孫
遽
伝
）
。
祖
師
真
の
発
言
は
、
子
供
の
一
族
内
で
の
地
位
が
母
親
の
出
自
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、
嫁
を
選

ぶ
に
嶺
っ
て
そ
の
相
手
の
家
柄
を
慎
重
に
謝
介
せ
ざ
る
を
得
な
い
漢
族
士
大
夫
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
か
る
推
定

が
正
し
い
と
す
る
と
、
漢
族
士
大
夫
の
家
が
特
定
の
家
か
ら
多
く
の
女
性
を
伴
侶
と
し
て
迎
え
儲
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
家
は
、
漢
族
士
大

夫
間
で
士
大
夫
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
考
え
て
、
元
氏
の
嫁
ぎ
先
を
次
に
み
る
と
、
北
事
事
で
は
四
九
六
年
以
降
主
と
し
て
五
姓
及
び
地
方
の
名
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
五
趣
で
は
萢
陽
郡
の
懸
道
慶
（
『
魏
書
』
4
7
慮
道
虜
伝
）
、
綴
金
郡
の
李
惑
（
『
集
権
』
鰯
図
）
、
榮
陽
郡
の
郷
伯
猷
（
『
魏
書
』
5
6
鄭
伯
猷
伝
）
、

清
河
郡
の
崔
蟄
（
『
北
斗
』
8
7
崔
珊
伝
）
、
地
方
の
名
族
で
は
安
定
郡
の
胡
祥
（
『
魏
書
』
8
3
下
腿
圏
言
伝
）
、
勃
海
郡
の
封
隆
之
（
『
北
史
』
5
4
孫
騰
伝
）

が
元
氏
の
女
性
を
伴
侶
に
迎
え
た
。

　
宗
室
の
地
位
か
ら
落
ち
た
北
画
滅
亡
後
も
、
北
壁
代
岡
様
、
元
氏
は
五
塵
並
び
に
地
方
名
族
に
嫁
し
て
い
っ
た
。
元
氏
を
迎
え
た
例
と
し
て
、

毛
様
で
は
榮
陽
郡
の
郵
元
果
（
『
唐
文
拾
遺
』
6
5
欠
名
「
郷
元
果
墓
誌
銘
井
序
」
）
、
朧
西
郡
の
側
面
（
『
艶
文
公
集
』
！
4
「
李
則
墓
誌
銘
」
）
、
地
方
名
族
で

は
京
兆
郡
の
輩
纈
（
『
毘
陵
集
』
8
「
叢
績
神
道
碑
銘
丼
序
」
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
要
す
る
に
元
氏
の
女
性
は
北
魏
の
四
九
六
年
以
降
唐
代
に
至
る
ま
で
、
漢
族
士
大
夫
の
家
に
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
に
み
た
よ
う
に
、

元
揺
が
漢
族
士
大
夫
の
娘
を
北
魏
の
四
九
六
年
以
降
唐
代
ま
で
伴
侶
に
迎
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
漢
族
士
大
夫
の
側
が
元
氏
に
娘
を
嫁
す
こ
と

を
肯
ん
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
漢
族
士
大
夫
が
四
九
六
年
以
降
、
辛
辛
と
嫁
の
や
り
と
り
を
し
て
き
た
の
は
、
元
氏
を
自
分
た

ち
と
同
一
の
身
分
で
あ
る
士
大
夫
に
属
す
る
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宗
室
の
地
位
か
ら
降
り
国
家
の
力
を
以
前
ほ
ど
後
楯
に
で
き
な
く
な
っ
た
北
斉
・
北
周
・
階
・
唐
時
代
に
お
い
て
も
、
元
氏
は
国
家
の
力
を

当
て
に
で
き
た
北
魏
代
同
様
、
漢
人
名
族
士
大
夫
と
通
養
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
元
氏
は
も
と
胡
族
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

漢
人
名
族
か
ら
家
格
が
同
等
で
娘
を
送
り
出
す
こ
と
に
躊
露
を
感
じ
な
い
、
通
婚
相
手
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
読
み
取
っ
て
よ
い
よ
う
に
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思
う
。

第
二
節
　
元
氏
以
外
の
胡
族
の
婚
姻
関
係

44　（520）

　
第
一
節
で
は
、
元
氏
の
婚
姻
関
係
を
出
身
地
族
・
出
自
に
よ
り
分
類
・
整
理
し
た
結
果
、
北
遷
代
、
孝
文
帝
が
弟
に
漢
族
の
、
し
か
も
名
族

士
大
夫
の
娘
を
伴
侶
に
選
ん
で
以
来
、
漢
族
土
大
夫
の
家
か
ら
女
性
を
迎
え
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
が
、
他
の
胡
族
は
ど
う
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
眼
を
元
亨
以
外
の
胡
族
に
向
け
る
と
、
最
も
早
い
時
期
か
ら
漢
族
士
大
夫
の
娘
を
姿
つ
た
の
が
、
陸
氏
（
歩
六
孤
臣
）
で
あ
る
の
が
先
ず
見
出

さ
れ
る
。
陸
氏
で
最
初
に
漢
族
士
大
夫
の
家
と
通
志
し
た
の
が
認
め
ら
れ
る
の
が
、
陸
定
国
と
陸
叡
の
兄
弟
で
あ
る
。
陸
定
国
は
前
妻
に
河
東

郡
の
柳
氏
を
迎
え
、
後
妻
に
逃
腰
郡
の
摂
氏
（
父
…
盧
度
胆
）
を
宿
れ
た
（
『
魏
書
』
4
0
陸
断
之
伝
）
。
陸
叡
は
、
博
陵
郡
の
崔
氏
（
父
“
崔
験
）
を
妻

と
し
た
（
『
希
書
』
4
0
陸
叡
伝
）
。
陸
定
国
は
『
卜
書
』
4
0
の
本
伝
に
よ
る
と
、
四
八
四
年
（
太
三
八
）
に
死
去
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
四
八
四
年
以

前
に
結
婚
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
陸
叡
は
、
『
魏
書
』
4
0
の
本
伝
か
ら
、
四
八
四
年
（
太
和
八
）
に
元
環
と
と
も
に
、
東
西
二
道
大
使
に

任
ぜ
ら
れ
る
前
に
、
結
婚
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
黒
氏
の
場
合
、
元
氏
が
本
格
的
に
漢
族
士
大
夫
の
女
性
を
嬰
り
始
め
る
四
九

六
年
以
前
か
ら
漢
族
士
大
夫
の
家
と
通
婚
し
た
と
書
え
る
。

　
ま
た
胡
族
と
の
通
婚
関
係
で
は
、
陸
定
国
の
子
陸
所
之
（
『
公
書
』
4
0
陸
既
出
伝
）
並
び
に
孫
陸
子
彰
（
『
魏
書
』
4
0
陸
子
浦
伝
）
は
北
魏
代
に
豊
平

を
迎
え
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。
元
素
は
宗
室
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
孝
文
帝
の
三
族
詳
定
時
に
最
高
の
士
人
に
序
列
付
け
ら
れ
た
陸
馬
を
含

む
胡
族
の
八
族
よ
り
も
高
い
家
格
を
誇
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
陸
玩
と
元
氏
と
の
通
雲
は
胡
族
同
士
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
黒
糖
詳

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
士
人
身
分
の
枠
で
通
婚
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
陸
氏
は
樋
代
に
至
っ
て
も
、
漢
族
士
大
夫
と
の
通
婚
は
続
い
た
。
陸
離
の
五
代
孫
陸
詰
襟
は
清
河
郡
の
崔
氏
と
通
序
し
（
『
中
原
文
物
』
一
九
八

二
年
第
三
期
、
六
〇
頁
）
、
陸
定
国
の
六
代
薫
陸
孝
斌
は
萢
恒
真
の
盧
氏
を
伴
侶
に
迎
え
た
（
『
張
説
之
文
集
』
1
8
「
陸
緊
緊
神
道
碑
」
）
。
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陸
氏
の
他
に
、
北
魏
代
に
漢
族
士
大
夫
の
娘
を
妻
に
迎
え
た
例
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
長
里
氏
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
が
、
長
孫
士
亮
が
広
平
郡
の
宋
霊
妃
（
祖
父
”
宋
弁
、
父
”
地
維
）
を
選
り
（
『
集
釈
』
珊
一
2
）
、
長
亀
澄
が
朧
西
郡
の
李
氏
（
父
…
李

瑛
之
）
を
迎
え
た
例
（
『
周
書
』
2
6
長
孫
澄
伝
）
で
あ
る
。

　
長
野
民
は
以
後
唐
代
に
至
っ
て
も
、
長
孫
朽
が
天
水
郡
の
名
族
趙
氏
か
ら
嫁
を
果
れ
た
こ
と
か
ら
、
漢
族
士
大
夫
と
通
思
し
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
（
『
千
唐
誌
斎
蔵
誌
』
㎜
）
。

　
要
す
る
に
、
黒
氏
以
外
の
胡
族
で
、
卑
湿
は
四
九
六
年
以
前
か
ら
、
長
孫
氏
は
四
九
六
年
以
後
、
唐
代
ま
で
漢
族
士
大
夫
の
家
と
通
毒
し
た

事
実
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
婚
姻
関
係
を
み
て
き
た
元
・
陸
・
長
嘆
の
三
池
は
、
い
ず
れ
も
平
城
か
ら
洛
陽
に
移
り
住
み
、
河
南
郡
洛
陽
を
本
貫
と
す
る
。
今
、

薄
湿
代
に
時
代
を
限
っ
て
み
る
と
、
三
氏
は
、
洛
陽
を
舞
台
に
、
婚
姻
を
重
ね
、
と
り
わ
け
て
も
漢
族
士
大
夫
の
家
と
平
城
に
居
た
時
よ
り
繁

く
通
婚
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
元
・
陸
・
長
窪
三
胎
以
外
に
も
、
孝
文
帝
に
従
っ
て
洛
陽
に
移
り
住
ん
だ
胡
族
は
、
洛
陽
と
い
う
土
地

に
お
い
て
、
漢
族
と
平
城
時
代
よ
り
密
に
通
婚
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
前
に
至
難
と
陸
氏
が
北
魏
孝
文
帝
の
姓
族
悪
業
で
士
人
身
分
に
定
め
ら
れ
た
蟹
族
と
通
論
し
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、
他
に
も
穆
彦

が
元
寿
言
の
娘
元
笹
神
を
婆
つ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
（
『
集
釈
』
踊
i
2
）
。
こ
の
胡
族
の
士
人
同
士
の
通
婚
も
北
嘉
慶
に
は
洛
陽
で
行
な
わ
れ
た
。

要
す
る
に
、
北
魏
代
胡
族
が
胡
漢
両
族
の
士
大
夫
と
通
忙
し
た
場
は
、
洛
陽
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
逢
氏
は
煮
氏
の
夫
を
元
康
、
と
し
て
い
る
が
、
元
雲
の
誤
り
で
あ
る
。
同
じ
く

　
序
注
④
参
照
。

②
本
来
、
元
氏
の
皇
帝
の
婚
姻
相
手
及
び
他
の
皇
族
の
婚
姻
相
手
の
出
自
・
典
拠

　
を
掲
げ
た
【
覧
表
を
載
せ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
逡
氏
が
既
に
研

　
無
し
て
お
り
、
ま
た
紙
幅
の
関
係
か
ら
割
愛
し
た
。

③
挑
琉
（
元
渾
）
は
、
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈
隠
7
3
図
か
ら
補
充
し
た
。
ま
た

　
逢
氏
は
、
維
干
氏
の
夫
を
那
斗
那
、
元
度
和
の
夫
を
削
成
と
し
て
い
る
が
、
絃
干

　
氏
の
夫
を
元
度
和
、
皮
氏
の
夫
を
元
龍
と
読
む
の
が
妥
当
で
は
な
い
の
か
。

　
遼
氏
は
仇
氏
の
夫
を
元
愼
と
し
て
い
る
が
、
元
禎
の
誤
り
で
あ
る
。

⑥
　
薦
氏
の
夫
は
、
遼
氏
の
論
考
で
は
印
刷
の
誤
り
か
、
藁
薦
と
し
て
い
る
が
、
元

　
端
が
正
し
い
。
以
下
、
逢
氏
の
研
究
に
な
く
補
充
し
た
も
の
を
、
典
拠
を
掲
げ
て

列
挙
す
る
。

　
○
鄭
氏
（
元
絢
）
・
劉
氏
（
元
詰
）
・
薦
氏
（
元
狗
）
一
『
聖
書
』
2
2
縞
馬
伝

　
○
鄭
氏
（
元
誕
）
1
『
文
物
資
料
叢
刊
』
1
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○
胡
氏
（
元
譲
）
1
『
魏
書
睡
2
1
上
元
誰
伝

○
李
琉
（
元
子
一
訥
）
i
『
集
釈
』
一
。
。
①
。

○
闇
氏
（
元
悦
）
1
『
魏
書
』
2
2
元
悦
伝
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第
二
章
　
胡
族
と
漢
族
と
の
第
二
次
適
婚

　
こ
こ
で
眼
を
北
魏
の
新
首
都
洛
陽
か
ら
北
方
の
六
鎮
に
転
ず
る
と
、
す
べ
て
の
胡
族
が
四
九
四
年
（
勢
和
一
八
）
の
洛
陽
遷
都
時
に
洛
陽
に
移

り
、
漢
族
士
大
夫
の
家
と
通
黒
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
首
都
が
平
城
に
置
か
れ
て
い
た
四
九
四
年
以
前
か
ら
国
境
防
衛
に

当
っ
て
い
た
六
鎮
の
胡
族
が
、
洛
陽
遷
都
後
に
は
首
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
六
鎮
に
取
り
残
さ
れ
、
賎
民
化
し
、
官
界
で
の
昇
進
の
道
が
閉
ざ
さ

　
①

れ
た
。
か
か
る
境
涯
に
対
す
る
不
満
が
胡
族
を
中
核
と
す
る
六
律
鎮
民
の
間
に
欝
積
し
、
五
二
四
年
（
正
光
五
）
に
沃
野
鎮
民
破
六
汗
抜
陵
が
鎮

将
を
殺
し
、
真
王
元
年
と
年
号
を
立
て
た
の
に
端
を
発
し
て
爆
発
し
、
六
区
全
部
を
巻
き
込
ん
だ
動
乱
が
、
所
謂
「
六
鎮
の
乱
」
で
あ
る
。
破

六
汗
抜
落
が
柔
然
の
援
軍
に
よ
り
鎮
定
さ
れ
た
後
も
、
六
鎮
群
民
は
熊
曾
を
頭
に
戴
き
、
中
央
政
府
は
北
秀
容
郡
の
皆
朱
栄
を
招
い
て
こ
れ
に

当
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
爾
朱
栄
は
五
二
八
年
（
武
泰
元
）
洛
陽
へ
入
る
や
、
重
量
の
変
を
起
こ
し
、
胡
太
后
及
び
幼
帝
（
元
劃
）
を
殺
し
、
つ
い
で

葛
栄
を
打
破
り
、
勢
力
を
大
い
に
振
う
が
、
五
三
〇
年
（
永
安
一
二
）
行
儀
栄
は
根
拠
地
晋
陽
か
ら
洛
陽
に
上
り
、
河
童
の
変
後
脚
ら
擁
立
し
た
孝

荘
帝
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
た
。
爾
一
期
の
従
子
革
綴
兆
は
合
舞
帝
を
殺
し
て
復
讐
を
遂
げ
る
が
、
鷹
下
に
あ
っ
た
高
歓
が
五
三
一
年
（
普

泰
元
）
に
山
東
に
て
独
立
し
、
五
三
三
年
ぐ
氷
煕
二
）
に
は
爾
朱
氏
一
族
を
謙
滅
し
た
。
高
覧
は
懸
軍
氏
の
立
て
た
節
上
帝
を
廃
し
て
、
廃
帝
を

立
て
た
が
、
や
が
て
代
わ
っ
て
南
武
帝
を
擬
し
た
。
孝
心
帝
は
高
歩
の
風
下
に
立
つ
の
を
肯
ん
ぜ
ず
、
五
三
四
年
（
永
煕
三
）
、
関
中
に
西
上
し

た
。
孝
武
帝
を
関
中
に
あ
っ
て
迎
え
た
の
が
、
高
歓
同
様
も
と
も
と
爾
朱
栄
の
部
将
で
、
葛
栄
と
同
時
期
に
起
き
た
万
侯
出
潮
の
叛
乱
討
伐
に

当
っ
た
宇
畜
類
で
あ
っ
た
。
五
三
四
年
（
天
平
元
）
高
宜
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
孝
静
帝
を
立
て
た
。
か
く
し
て
東
西
対
立
の
形
勢
が
生
ま
れ
た
。

東
は
高
音
が
中
心
と
な
り
東
魏
が
成
立
し
、
五
五
〇
年
（
武
定
八
）
に
高
腰
の
子
高
洋
が
北
斉
を
立
て
た
。
西
は
宇
文
泰
が
西
魏
を
牛
耳
り
、
五

五
七
年
、
宇
文
泰
の
子
宇
文
覚
が
北
周
を
開
い
た
。
両
政
権
に
は
六
籍
出
身
岩
が
参
加
し
た
。
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皿表宇文氏婚姻表

央 睡剣死亡年権妻｝ 典 拠

エ
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

宇文肱（lvs鞠）匡蘇・

顯
誌
上
上
上
上
訴
護
帝
震
膚
帯
上
上
上
上
上
帝
上
上
上
上
上
上
下

文
文
　
　
　
　
文
文
　
文
閥

宇
宇
同
同
声
同
宇
宇
明
車
孝
武
同
同
同
撤
回
宜
同
同
同
日
同
齢
静
宇文士及

宇文智及

宇触出
宇文磯

556

同　上

卿　上

弓　上

囲上
554

572

560

557

578

同　上

同上

580

581

642

619

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
湖
棚
氏
氏
氏
氏
氏
梯
団
氏
湖
棚
団
団
氏
氏
玩

　
　
　
奴
粁
　
　
孤
　
螂
汗
　
遅
　
　
甫
馬
孫

王
閻
元
叱
達
銚
王
李
元
独
元
元
秘
説
庫
濡
下
郷
尉
元
陳
楊
朱
王
皇
司
山
千
難
聴

　
上
上
上
上

52

@
　
　
　
4
4

　
同
月
同
同

27

　
　
上
上

16

R6
　
　
同
同

22

9

Z10＆B57宇文顯伝

Z20＆B61閻慶伝
B58周室諸ヨ三伝

同　上

Z12宇文憲伝

B58周室諸王伝

同上
Z10＆B57宇文広伝

S50＆B17元孝薙伝

Z9＆B14独孤皇后俵

Z王3＆B58本伝

Z9＆B14元皇后伝

Z9＆B14季皇后伝

Z9＆B14武成皇后伝
B58周室諸ヨ三伝

同　上

同　上

価　上

Z9＆B14尉遅皇后伝

Z9＆B14元皇后伝

Z9＆B14陳皇后俵

Z9＆B14楊皇后伝

Z9＆B14朱皇后伝

B58周室諸王伝

同　上

Z9＆B14司馬皇后伝

S80＆B79南陽公主伝

S85日目79地文智及伝

r旧』88＆r新』116蝶：憧伝

『唐文拾遣』32挙氏夫人墓誌銘丼序

略号　Z＝：『周書2。他の記号は1表と同じ。

　
東
西
両
国
家
の
中
核
と
な
っ
た

六
鎮
出
身
者
中
に
は
、
唐
宗
室
の

祖
先
で
あ
る
李
虎
、
階
宗
室
の
祖

先
で
あ
る
揚
忠
な
ど
の
漢
族
系
統

の
人
女
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ

こ
で
六
籍
出
身
の
凝
霜
の
婚
姻
関

係
に
注
目
す
る
と
、
六
鎮
の
乱
前

後
に
結
婚
し
た
相
手
は
、
胡
族
が

多
い
。

　
最
初
に
西
魏
・
北
周
か
ら
み
る

と
、
西
魏
の
重
鎮
一
文
泰
に
よ
り

礎
が
置
か
れ
、
北
山
の
宗
室
と
な

っ
た
宇
寸
寸
は
、
武
川
鎮
に
屯
し

て
い
た
宇
文
肱
・
乱
文
顧
・
宇
文

泰
父
子
の
代
に
は
、
北
山
か
ら
唐

に
か
け
て
の
下
文
氏
の
婚
姻
関
係

を
示
し
た
頂
野
中
、
1
～
7
と
y

表
に
み
る
通
り
、
胡
族
が
主
た
る

通
婚
相
手
で
、
漢
族
は
ほ
と
ん
ど
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　W表　宇文氏の婚姻相手の燦自（1－26）

①　胡　族

出 自 il　X内の番号 多数

5
工
1
1
1
1
1
1

3
，

1

4

5

1e

14

15

19

9，　ll，　12，　20

12

元疵（河南）

王氏（楽浪）

叱奴氏（代郡）

達歩二二（茄節）

独孤氏（雲中）

阿山那氏（突厭）

庫摂氏（不鴫）

尉遅氏（代郡）

計

②　漢　族

長表内の番：号 t轍自出

1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1
　
　
　
1

26

Q2

Q1

P3

Q3

P8

P6

Q5

Q

司馬氏（河内）

揚氏（弘農，階宗獲）

陳氏（頴川）

李疵（楚郡）

朱氏（呉郡）

玉出（不明）

漏氏（不明）

皇詠人（不明）

閣氏（河南）

9計

含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
次
に
西
魏
・
北
周
政
権
の
中
核
を
占
め
た
八
柱
国
・

十
二
大
将
軍
の
胡
族
中
、
六
鎮
出
身
蓉
の
通
婚
関
係
に

眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
八
柱
国
大
将
軍
の
一
人
で
あ
っ

た
独
孤
信
は
、
自
身
は
出
自
は
確
認
で
き
な
い
の
で
断

定
は
揮
る
が
、
漢
族
と
思
わ
れ
る
郭
氏
と
寸
時
を
姿
つ

た
け
れ
ど
も
（
『
階
書
』
7
9
独
孤
羅
伝
）
、
父
独
七
草
者
は

胡
族
の
費
連
民
を
伴
侶
に
選
ん
だ
（
『
陶
画
』
！
6
独
孤
信

伝
）
。
ま
た
十
二
大
将
軍
の
一
人
で
あ
っ
た
賀
帯
出
は
、

彼
自
身
の
妻
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
父
上
蘭
初
上
は
宇
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文
氏
（
宇
文
泰
の
姉
）
を
婆
り
（
『
二
野
』
2
0
薮
蘭
初
略
伝
）
、
子
賀
蘭
師
も
註
文
疑
（
北
閉
山
帝
の
娘
）
を
妻
と
し
た
（
『
周
書
』
2
0
賀
蘭
祥
伝
）
。

　
こ
れ
ま
で
、
千
重
・
独
孤
・
賀
蘭
三
残
の
通
婚
関
係
を
み
て
き
た
が
、
次
に
そ
の
通
婚
相
手
の
出
身
地
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
諺
文
肱
・
酒

旗
顯
・
宇
文
書
の
通
馬
相
手
中
、
亜
族
と
確
認
さ
れ
る
の
は
、
巫
表
に
よ
る
と
、
1
王
氏
・
3
元
氏
・
4
滋
強
氏
・
5
達
歩
千
玩
（
番
号
は
、
班
関

内
の
頭
番
号
）
で
あ
る
。
四
人
の
本
貫
を
順
に
み
る
と
、
1
楽
浪
郡
・
3
河
南
郡
・
4
代
郡
で
あ
る
。
5
の
達
歩
干
琉
は
茄
節
人
と
あ
る
の
み
で
、

居
住
地
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
魏
書
』
娚
蠕
蠕
伝
に
、
北
魏
正
光
年
間
に
後
主
薬
匿
伐
が
懐
朔
鎮
に
来
奔
し
、
弟
君
那
壊
も
青
魚
鎮
に
置
か

れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
懐
智
歯
出
身
で
は
あ
る
ま
い
か
。
1
～
4
中
、
3
と
4
は
本
貫
と
居
住
地
が
一
致
す
る
と
み
ら
れ
る
が
、

1
と
4
は
異
な
る
。
1
王
氏
の
本
貫
は
楽
浪
郡
と
さ
れ
る
が
、
王
盟
の
父
王
熊
は
良
家
の
子
と
し
て
武
川
に
居
住
し
た
（
『
周
書
』
2
0
王
盟
伝
）
。

ま
た
漢
族
と
思
わ
れ
る
2
閻
氏
は
、
閻
氏
の
祖
父
閻
善
以
来
、
雲
州
盛
楽
郡
に
住
ん
で
い
た
（
『
周
書
』
2
0
閻
慶
伝
）
。
竪
文
肱
父
子
の
通
婚
相
手

の
実
際
の
出
身
地
を
ま
と
め
る
と
、
1
武
川
鎮
、
2
野
馬
郡
、
3
河
南
郡
、
4
代
郡
、
5
懐
朔
鎮
で
あ
り
、
3
を
除
い
て
武
川
・
懐
朔
両
鎮
及
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　　　　　　　　　　　　　　　　V表高角婚姻表

夫 1卒年1死闘酬 妻

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帳

説
生
歓
上
上
上
上
上
上
上
上
碧
空
上
上
上
上
二
上
上
上
二
二
二
上
上
帝
上
潜
済
凝
二
七
灌
上
上
帝
義
上
年
主
上
上

　
樹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
　
　
　
　

昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
　
　
　
　
　
孝
孝
延
　
　
紹
　
百

高
高
高
距
同
国
帯
同
岡
同
同
高
高
同
町
同
同
文
同
門
円
高
高
孝
甲
高
武
門
高
高
高
高
高
高
高
同
廃
高
脚
高
後
同
同
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鰯
一
国
［

一

中
6

［
鷲
＝

一
鵬
一
　
漏
脳
謝
＝
轡
鵬
響

865

一
鵬
「
瓢
＝
謝
鵬

45

T5

T2

u

【
「
2
3
2
9
「
［
　
［
3
1
［
「
　
一
3
2
2
7
【
2
6
3
2
｝
［
　
【
3
6
【
　
［
　
η

「
2
2

氏
氏
氏
民
氏
二
二
二
二
二
九
洗
物
物
売
氏
氏
氏
氏
琉
氏
門
門
氏
幾
氏
土
物
二
二
二
物
二
二

孫
　
　
蘇
鰍

叔
韓
婁
王
二
大
韓
小
游
三
二
元
元
宋
学
王
三
二
薦
斐
顔
陸
郷
元
桑
李
胡
李
盧
二
王
鄭
盧
郷

　李氏（父：李器）

　李氏（父：李祖収）

　李氏（父：李祖勲）

　封氏（父：封孝碗）

　封氏（父：封孝啖）

　魁律氏
　李　　氏

　穆　　氏

1胡　氏

典 拠

W32高湖債

W32本伝
BQ9＆B14婁后伝
〕351斉宗室諸王伝

同　上

同　上

膳　三

瓶　三

斜　上

BQ47郷仲ネL低
B51　斉宗室諸ヨ三伝

BQ13＆B51高叡伝

BQ9元丹銅
BQ11＆B52高孝喩伝
BQI1＆B62高延高伝
B52斉宗室諸王烏

竹　上

BQ9＆B14拳氏伝
B52　斉旧稿諸ヨ三f乏ミ

同　下

問　上

BQIO＆B51本伝
BQ10＆B51本伝
BQ9元氏伝
B52斉宗釜諸王伝

BQ16＆B51高湊伝
BQ9＆B14胡氏伝
B52斉宗蜜諸三E俵

BQ＆B51本伝
BQ23＆B24崔稜伝

BQIO＆B51本伝
BQ29鄭述祖伝

BQI1＆B52本伝
BQ11＆B52本伝
B33李孝貞伝

BQ37＆B56魏収伝
B33李孝貞伝＆
BQ48李祖勲伝
BQ12＆B52本伝
BQ21＆B24封孝啖伝
BQ12＆B52本伝≒

B33李孝貞伝

BQ9＆B14穆氏伝
BQ9＆B14胡氏伝
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4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

岡　上

高　紳

高　倣

高廓
当帰彦

高元海

高　翻

高士廉

高履行

高元裕

同　上

574

571

562

647

850

14

71

76

魁律氏

氏
二
見
氏
氏
氏
氏
二
二
氏

　
　
　
　
　
子

郷
李
濡
元
陸
山
鮮
李
李
章

BQ9鮒律氏伝
BQ12＆B52本傍
B33李孝貞伝

BQ40＆B55薦子評伝

BQ14＆B51本伝
BQ14＆B51本伝
BQ13＆B51高岳伝
『旧』65＆『新』95本伝

『旧』65＆『新』95本伝

QT764「高元裕神道碑」

同　上

略号　1衷・皿表と同じ。

び
そ
の
周
辺
で
あ
る
。

　
西
魏
・
北
周
の
次
は
、
東
魏
・
北
斉
の
胡
族
の
通
婚
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
北
斉
宗
室
は
渤
海

の
漢
人
名
族
高
雄
を
自
称
す
る
が
、
浜
口
重
国
茂
に
よ
り
実
際
は
胡
族
も
し
く
は
胡
族
化
し
た
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
高
氏
は
東
予
・
北
斉
の
胡
族
中
、
婚
姻
関
係
を
示
す
資
料
が
最
も

多
く
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
高
属
は
、
北
斉
の
実
質
的
開
祖
高
歓
の
祖
父
高
卑
以
来
、
懐
朔
鎮
に
居
住
し
た
（
『
北
斉
書
』
1

神
武
本
紀
上
）
。
高
氏
の
通
婚
相
手
は
、
V
表
に
掲
げ
て
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
朔
鎮
に
居
住
し
た

高
民
の
婚
姻
関
係
に
先
ず
注
目
し
よ
う
。
懐
朔
鎮
に
居
住
し
た
の
は
、
V
表
に
掲
げ
て
い
る
人
物

で
は
、
高
歓
本
人
、
そ
の
祖
父
高
誰
、
坐
高
樹
生
、
弟
高
深
の
四
人
で
あ
り
、
通
婚
相
手
は
V
表

で
言
え
ば
、
1
～
1
1
の
一
一
人
で
あ
る
。
　
一
一
人
中
、
胡
族
は
六
人
で
、
漢
族
は
二
人
で
、
残
り

W表　高氏の婚姻相手の出自（1－49）

①　胡族

出自旨二二五一緻
元三（河南）

鮒律氏（長州）

穆疑（不明）

爾朱氏（北秀容）

混晶氏（不明）

婁氏（代郡）

韓氏（太安）

韓氏（不明）

12，　13，　24，　48

40，　44

5，　42

6，　8

1

3

7

2

4
2
2
2
1
1
1
1

二
二
μ

い4

②　漢　二

四副 V表内の番号 瞬
李氏（趙郡）

郷氏（不明）

胡氏（安定）

封疵（勃海）

宋氏（広平）

顔氏（斉州）

漏氏（長楽）

漏氏（不明）

馬氏（不明）

燕氏（不明）

桑氏（不明）

羅疵（不明）

鄭氏（榮陽）

18，　35，　36，　37，　41，　46

10，　23，　34，　45

27，　43

38，　39

14

21

47

19

11

17

25

30

32

ラ昌＝
口

i　23
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北朝鮮唐蒔代における胡族の通婚関係（長部）

三
人
は
不
明
で
胡
族
が
多
い
（
M
表
参
照
）
。

　
次
に
高
山
か
ら
高
歓
・
深
兄
弟
ま
で
の
通
婚
相
手
の
出
身
地
を
筋
質
に
分
け
て
整
理
す
る
と
、
漢
族
の
1
0
及
び
1
1
は
二
人
と
も
不
明
で
、
胡

族
は
3
代
郡
、
5
不
明
、
6
北
下
容
郡
、
7
懐
朔
鎮
（
一
太
安
郡
）
、
8
北
秀
容
郡
、
1
2
河
南
郡
で
あ
る
。
以
上
の
中
、
7
は
懐
朔
鎮
そ
の
も
の

で
あ
り
、
3
は
懐
朔
鎮
か
ら
比
較
的
近
い
所
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
高
歓
と
と
も
に
北
走
禽
の
動
乱
で
囎
起
し
た
人
々
の
中
、
六
人
が
『
北
事
書
』
1
5
に
立
脚
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
通
婚
関
係
が

明
ら
か
な
の
は
餐
泰
・
尉
景
・
庫
秋
干
・
婁
昭
・
韓
軌
で
あ
る
。
各
々
本
伝
に
よ
っ
て
み
る
と
、
警
固
の
妻
は
高
歓
の
妻
婁
氏
の
妹
で
あ
り
、

尉
景
の
妻
は
高
歓
の
姉
で
あ
り
、
庫
狭
干
の
妻
は
高
議
の
妹
で
あ
り
、
婁
昭
は
高
腰
の
妻
壁
氏
の
弟
で
あ
り
、
韓
軌
は
高
歓
の
妻
算
氏
の
兄
で

あ
り
、
高
歓
を
中
心
に
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
た
。
か
か
る
婚
姻
関
係
は
、
恐
ら
く
高
息
の
懐
朔
鎮
時
代
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
婁
氏
と
韓

氏
は
そ
の
出
身
地
は
高
歓
の
通
婚
を
前
に
み
た
折
り
に
既
に
確
め
た
の
で
繰
り
返
し
述
べ
な
い
が
、
蜜
泰
は
懐
朔
鎮
（
一
太
安
郡
）
、
尉
景
と
密

事
干
は
善
無
郡
が
そ
の
出
身
地
で
あ
る
。
三
人
の
出
身
地
を
懐
朔
鎮
を
基
点
に
み
る
と
、
麗
泰
の
そ
れ
は
懐
魂
鎮
そ
の
も
の
で
あ
り
、
尉
景
と

庫
影
干
の
善
無
類
は
旧
邸
鎮
か
ら
比
較
的
近
い
。
以
上
か
ら
、
高
氏
は
懐
控
壁
時
代
、
下
宿
鎮
及
び
そ
の
周
囲
の
範
囲
内
で
通
凝
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
高
欄
と
求
婚
関
係
の
あ
っ
た
尉
疑
・
婁
氏
・
庫
狭
氏
・
韓
氏
は
、
銚
薇
元
著
『
北
朝
胡
姓
考
』
に
よ
る
と
、
胡
族
で

あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
六
鎮
の
乱
前
後
に
は
懐
朔
鎮
の
高
氏
は
懐
朔
鎮
及
び
そ
の
周
辺
の
胡
族
と
通
慶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
に
武
川
鎮
出
身
の
魚
文
・
客
船
両
氏
が
武
川
・
懐
朔
両
鎮
及
び
周
辺
の
胡
族
と
通
魔
し
た
こ
と
を
併
わ
せ
考
え
る
と
、
武
川
・
懐
鶴
翼
鎮

の
韓
族
は
そ
の
範
囲
内
で
通
婚
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
は
六
鎮
全
体
の
胡
族
が
、
六
鎮
内
に
お
い
て
互
い
に
通
翻
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
四
九
六
年
に
孝
文
帝
が
弟
に
漢
族
の
娘
を
嬰
ら
せ
て
以
来
、
五
二
四
年
に
六
鎮
の
乱
が
勃
発
す
る
前
後
ま
で
の
、
六
鎮
の
、
具
体

的
に
は
武
川
・
懐
朔
両
鎮
に
お
い
て
胡
族
同
士
が
婚
姻
関
係
を
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と
を
確
め
得
た
が
、
か
か
る
質
種
関
係
は
第
一
章
第
一
節

で
み
た
元
氏
が
四
九
六
年
以
降
漢
族
と
深
め
て
い
っ
た
通
婚
関
係
、
第
一
章
第
二
節
で
み
た
陸
氏
・
長
享
氏
が
漢
族
と
も
結
ん
だ
婚
姻
と
は
、
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対
疏
的
で
あ
る
。
通
巻
し
た
場
所
に
注
聾
す
る
な
ら
ば
、
胡
族
同
士
の
婚
姻
は
六
鎮
で
行
な
わ
れ
、
古
怪
と
漢
族
と
の
通
婚
は
洛
陽
で
多
く
な

さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
四
九
六
年
以
降
、
北
魏
の
版
図
内
で
は
、
六
器
に
お
い
て
は
胡
族
同
士
の
通
婚
が
、
洛
陽
で
は
野
畑
と
漢
族
の
通
婚
が

同
時
に
併
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
四
九
六
年
前
後
に
孝
文
帝
が
漢
化
政
策
を
推
進
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
一
挙
に
家
族
が
漢
族
と

大
量
に
通
婚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

、
そ
れ
で
は
六
鎮
に
居
た
胡
族
が
、
い
つ
ま
で
も
胡
族
同
士
通
馬
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
六
鎮
の
動
乱
以
隆
、
か
れ
ら
は

中
央
政
界
に
踊
り
出
、
高
い
位
地
を
占
め
る
と
、
徐
々
に
漢
族
と
乱
婚
関
係
を
深
め
て
い
く
。
宇
文
氏
は
、
辞
表
と
W
表
に
よ
る
と
、
1
～
7

は
宇
文
輪
・
顯
・
泰
親
子
、
つ
ま
り
宇
文
氏
の
第
一
世
代
の
通
謀
相
手
で
胡
族
対
漢
族
の
割
合
が
5
対
0
で
あ
り
、
8
～
1
8
は
宇
文
泰
の
子
の

世
代
、
第
二
世
代
で
あ
り
、
胡
族
対
漢
族
の
比
率
が
胡
族
を
一
と
す
る
と
、
一
対
O
贔
（
①
対
ω
、
以
下
（
）
内
の
数
字
は
実
数
比
較
）
、
1
9
～
2
6

は
平
文
泰
の
孫
・
曾
孫
の
世
代
、
第
三
世
代
で
あ
り
、
胡
族
対
漢
族
の
割
合
が
同
対
b
。
・
α
（
b
。
対
帆
）
で
あ
り
、
最
初
胡
族
が
多
か
っ
た
が
、
代

を
降
る
に
つ
れ
て
漢
族
が
増
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
高
等
は
、
V
表
に
よ
る
と
、
1
～
1
2
は
懐
朔
鎮
に
い
た
高
諦
・
高
樹
生
・
高
歓
・
高
環
の
第
一
世
代
の
了
承
相
手
で
、
胡
族
を
一
と
す
る
と

胡
族
対
漢
族
の
割
舎
が
同
対
O
・
ω
。
。
（
①
対
邸
）
、
1
3
～
3
1
は
高
田
の
子
の
世
代
、
第
二
世
代
で
あ
り
、
胡
油
揚
漢
族
の
割
合
が
H
対
膨
面
（
鱒
巡
り
）
、

32

`
4
7
は
高
誼
の
孫
の
世
代
、
第
三
世
代
で
、
胡
族
対
漢
族
の
割
合
が
H
対
蒔
（
ω
対
聯
）
と
、
第
一
世
代
に
比
べ
て
、
第
二
世
代
・
第
三
世
代

の
方
が
漢
族
と
の
通
婚
率
が
高
く
な
っ
た
の
が
わ
か
る
。

　
か
く
し
て
北
魏
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
か
ら
外
れ
て
、
六
鎮
で
胡
族
同
士
婚
姻
を
結
ん
で
い
た
註
文
氏
・
高
論
の
欝
血
は
、
六
鎮
の
乱
か
ら
中

央
政
界
に
飛
び
出
、
政
局
の
中
心
を
占
め
た
北
周
・
北
斉
代
に
は
、
漢
族
と
通
経
を
深
め
た
の
で
あ
る
。
第
一
義
心
一
節
で
通
婚
関
係
を
み
た

元
氏
、
第
二
節
の
最
初
で
み
た
陸
氏
・
長
風
雨
に
比
べ
て
、
三
〇
～
五
〇
年
遅
れ
て
漢
族
と
通
婚
を
密
に
し
て
い
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

b
つ
。

　
そ
れ
で
は
、
六
鎮
出
身
の
止
偏
氏
・
高
張
・
独
孤
民
が
中
央
政
界
の
中
心
を
占
め
た
東
西
魏
・
松
露
・
北
周
代
に
通
戯
し
た
漢
族
の
出
自
は
、
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ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宇
文
運
は
、
y
表
に
よ
る
と
出
身
地
が
確
認
で
き
る
漢
族
の
伴
侶
は
、
1
3
李
矯
（
楚
郡
）
、
2
1
算
氏
（
頴
川
郡
）
、
2
2
重
氏
（
弘

農
郡
・
晴
家
室
）
、
2
3
心
血
（
呉
郡
）
、
2
6
司
馬
氏
（
河
内
郡
）
、
の
五
人
で
あ
る
。
こ
の
中
、
本
貫
か
ら
み
て
名
族
と
言
え
る
の
は
、
2
3
無
慮
と
2
6

司
馬
氏
の
二
人
で
あ
る
。
〔
（
）
内
は
出
身
地
〕
1
3
李
氏
は
、
名
族
で
な
い
。
2
1
陳
氏
は
頴
川
郡
と
自
ら
云
う
と
あ
り
、
穎
川
郡
の
名
族
黒
氏
で

は
な
か
ろ
う
。
2
2
楊
氏
は
、
晴
の
宗
室
で
あ
り
、
弘
農
郡
出
身
を
名
の
る
が
、
弘
農
郡
の
名
族
楊
氏
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
除
外
す
る
。

宇
文
氏
の
場
合
、
西
魏
・
北
聖
代
に
通
具
し
た
漢
族
中
、
確
認
し
得
た
名
族
は
、
河
内
郡
の
司
馬
氏
と
呉
郡
の
朱
黒
で
あ
る
。

　
高
氏
は
W
表
に
よ
る
と
、
出
身
地
が
確
認
で
き
る
漢
族
の
伴
侶
は
、
畢
宿
李
氏
（
畠
中
の
1
8
・
3
5
・
3
6
・
3
7
・
4
1
・
4
6
）
、
安
定
郡
胡
氏
（
2
8
・
4
3
）
、

渤
海
郡
封
馬
（
3
8
・
3
9
）
、
広
平
郡
宋
氏
（
1
4
）
、
斉
州
顔
琉
（
2
1
）
、
長
楽
郡
濤
氏
（
4
7
）
、
榮
蒲
郡
鄭
氏
（
3
2
）
の
四
人
で
、
出
身
地
の
確
認
で
き

な
い
漢
族
の
伴
侶
は
九
人
で
あ
る
。
出
身
地
の
わ
か
る
一
四
人
を
地
方
別
に
み
る
と
、
安
定
郡
胡
氏
の
二
人
を
除
い
て
、
残
り
一
二
人
置
、
い

ず
れ
も
太
行
山
脈
以
東
、
所
謂
「
山
東
」
の
出
身
者
で
八
割
以
上
を
占
め
た
。
山
東
出
身
者
七
氏
の
家
柄
を
み
る
と
、
斉
州
の
顔
氏
を
除
い
た

六
氏
は
み
な
名
族
で
、
な
か
で
も
漢
族
士
大
夫
中
最
高
の
家
格
で
あ
る
五
姓
に
数
え
ら
れ
る
趙
郡
李
氏
が
六
人
で
最
も
多
く
、
榮
陽
郡
の
郵
氏

一
人
を
併
わ
せ
る
と
、
山
東
出
身
者
の
半
数
以
上
、
出
身
地
の
わ
か
る
者
の
五
割
を
占
め
、
山
東
名
族
、
更
に
五
姓
と
の
通
婚
傾
向
が
強
か
っ

　
　
　
　
　
　
③

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
、
六
鎮
に
お
い
て
鎮
民
と
し
て
駐
屯
し
て
い
た
七
言
が
同
じ
境
涯
に
あ
っ
た
胡
族
と
通
課
し
て
い
た
の
が
、
六
鎮
の
豊
後
、
漢
族
士

大
夫
の
家
と
通
婚
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
こ
と
の
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
北
魏
孝
文
帝
が
姓
族
詳
定
を
通
し
て
胡
族
両
族
を
門
閥
秩

序
の
下
に
統
合
を
試
み
た
が
、
門
閥
秩
序
を
形
成
し
た
原
理
を
谷
川
道
雄
氏
は
門
閥
主
義
と
名
付
け
た
。
氏
に
よ
る
と
、
門
閥
主
義
に
よ
る
統

合
は
、
結
局
北
魏
末
年
の
六
鎮
の
乱
を
醸
成
・
結
果
し
た
。
姓
開
明
定
後
、
門
閥
主
義
原
理
が
貫
徹
し
た
結
果
、
六
鎮
鎮
民
は
賎
民
化
し
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
に
対
す
る
抵
抗
運
動
と
し
て
六
鎮
の
乱
を
身
分
秩
序
の
立
場
か
ら
把
え
て
い
る
。
こ
こ
で
注
零
し
た
い
の
は
、
六
畜
義
民
の
反
乱
前
の
身
分

で
あ
る
が
、
氏
が
六
鎮
鎮
民
が
反
乱
前
、
門
閥
主
義
か
ら
疎
外
さ
れ
た
状
況
を
示
す
べ
く
引
用
し
た
『
北
蕃
書
』
2
3
魏
蘭
根
伝
中
で
六
芸
を
親

し
く
目
賭
し
た
魏
気
根
が
、
六
鎮
民
が
雲
霞
と
呼
ば
れ
、
賎
民
同
様
役
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
お
り
、
賎
民
化
し
た
こ
と
は
確
か
で
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⑤

あ
ろ
う
。
加
え
て
、
魏
蘭
根
は
、
六
道
難
民
の
任
官
と
婚
姻
の
序
列
が
士
大
夫
の
序
列
か
ら
落
ち
た
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
通
婚
関
係
に
限

っ
て
言
う
と
、
鎮
民
は
元
来
良
家
強
宗
の
子
弟
が
配
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
核
を
占
め
る
胡
族
の
家
柄
は
牽
文
範
の
唐
楽
詳
定
時
に
は
士
大
夫
に

序
せ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
三
〇
年
の
間
に
、
士
大
夫
と
し
て
他
の
士
大
夫
の
家
と
通
婚
す
る
資
格
を
喪
失
し

て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
な
る
と
、
前
に
み
た
六
五
鎮
民
で
あ
っ
た
宇
文
氏
・
高
氏
・
独
孤
氏
は
、
賎
民
視
さ
れ
る
府
戸
で
あ
り
、

他
の
士
大
夫
の
家
と
通
電
で
き
な
い
。
懸
詞
時
代
か
れ
ら
が
通
訳
し
た
王
氏
・
叱
奴
氏
・
達
心
緒
氏
・
婁
氏
・
韓
氏
は
六
鎮
出
身
で
あ
り
、
府

戸
で
士
大
夫
の
家
と
通
婚
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
鎮
の
胡
族
は
蜂
起
前
、
士
大
夫
身
分
の
家
を
相
手
に
で
は
な
く
、
賎
民
化
し

た
仁
心
同
土
通
濾
し
て
い
た
と
み
な
せ
よ
う
。
そ
れ
が
宇
文
亀
・
高
氏
・
独
孤
民
が
漢
族
士
大
夫
の
家
と
昇
官
の
乱
を
境
に
通
齢
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
、
胡
千
両
族
の
統
合
し
た
門
閥
秩
序
か
ら
み
て
、
通
婚
相
手
を
賎
民
か
ら
良
民
中
の
士
大
夫
の
家
へ
と
格
上
げ
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
北
魏
孝
文
帝
時
代
、
姓
族
詳
定
に
よ
り
士
人
身
分
に
定
め
ら
れ
、
漢
族
士
大
夫
及
び
同
様

に
士
人
に
認
定
さ
れ
た
胡
族
と
通
婚
し
て
い
っ
た
胡
族
の
一
群
と
、
姓
族
詳
定
後
、
六
鎮
の
乱
ま
で
士
人
身
分
か
ら
疑
め
ら
れ
、
士
人
身
分
に

あ
る
蝋
様
両
族
の
家
と
の
通
婚
の
道
を
断
た
れ
、
賎
民
身
分
の
者
同
士
通
婚
し
た
六
鎮
の
胡
族
の
一
群
が
存
在
し
た
。
今
、
前
者
を
胡
難
戦
A
、

後
者
を
華
族
群
B
と
便
宜
上
命
名
し
て
区
別
す
る
と
、
胡
族
群
B
は
六
鎮
の
乱
で
蜂
起
し
て
山
東
及
び
関
中
に
進
出
し
、
漢
族
の
士
大
夫
の
家

と
通
婚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
孝
文
帝
の
姓
測
器
定
の
結
果
生
じ
た
身
分
差
別
を
、
胡
族
群
B
が
通
婚
上
、
打
破
し
た
と
一
応
言
え

よ
う
。
そ
れ
で
は
、
漢
族
士
大
夫
と
胡
曲
金
B
と
の
間
に
お
け
る
通
婚
上
の
障
壁
が
六
鎮
の
乱
に
よ
り
即
ち
に
完
全
に
解
消
さ
れ
た
か
と
い
う

と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
点
を
、
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
①
　
谷
川
道
雄
「
北
魏
末
の
内
乱
と
城
守
」
（
『
階
唐
帝
飼
形
成
史
論
』
二
一
二
一
二
　
　
　
　
③
　
高
層
が
山
西
重
陽
の
爾
朱
氏
の
許
か
ら
離
れ
、
河
北
平
野
に
進
出
す
る
際
、
河

　
　
一
六
頁
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
平
野
・
山
東
地
地
域
の
渤
海
の
高
氏
、
同
郡
の
封
氏
、
趙
郡
の
李
氏
等
の
由
東

　
②
　
浜
口
重
国
「
高
斉
出
自
考
一
墨
黒
の
制
覇
と
河
北
の
豪
族
高
乾
兄
弟
の
活
躍
」
　
　
　
　
　
士
大
夫
と
密
接
に
連
係
し
た
こ
と
は
、
浜
口
重
国
氏
が
混
②
上
掲
論
文
で
既
に
述

　
　
（
『
秦
漢
階
唐
史
の
研
究
』
下
七
〇
三
頁
、
東
大
出
版
会
　
一
九
六
六
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
べ
て
い
る
。
高
歓
の
一
族
が
由
東
名
族
と
多
く
通
上
し
た
の
は
、
こ
の
提
携
の
結
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果
で
あ
ろ
う
。

④
　
注
①
参
照
。

⑤
　
　
『
北
斉
害
』
2
3
魏
豊
根
転
「
正
光
末
、
尚
書
令
李
崇
為
本
郡
都
督
、
率
衆
討
茄

　
如
、
以
聖
誕
為
読
史
。
論
説
崇
日
。
『
縁
辺
諸
鎮
、
控
摂
長
遠
。
昔
時
初
耳
、
地

　
広
人
稀
。
或
徴
発
中
原
強
宗
子
弟
、
或
国
之
肺
蔚
、
寄
以
爪
牙
。
中
年
以
来
、
有

司
乖
実
、
号
日
府
戸
、
役
岡
厩
養
。
官
婚
班
歯
、
致
失
清
流
。
爺
本
選
旧
類
、
各

各
栄
顕
、
顯
謄
彼
此
、
理
当
憤
怨
。
更
張
琴
懸
、
今
也
其
時
、
静
境
寧
辺
、
寮
之

大
者
。
宜
改
鎮
立
州
、
分
営
郡
県
。
凡
是
車
戸
、
悉
免
為
斑
。
入
仕
次
叙
、
一
准

其
隠
。
文
武
兼
用
、
威
恩
顧
施
。
此
回
漕
行
、
圏
家
．
庶
無
北
顧
之
慮
。
』
」

北朝晴唐時代における胡族の通婚関係（長部）

第
三
章
階
・
唐
初
の
通
婚
問
題

第
一
節
　
六
鎮
の
胡
族
と
山
東
名
族

　
漢
族
士
大
夫
と
胡
族
群
B
と
の
間
に
横
た
わ
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
先
ず
隠
魚
と
揚
素
の
通
婚
問
題
を
め
ぐ
る
対
話
に
注
目
し
、

検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
楊
）
約
の
兄
素
は
、
時
に
尚
書
令
為
り
。
（
瀟
）
踪
の
従
父
妹
を
鉗
耳
氏
に
嫁
す
る
を
見
て
、
因
り
て
踪
に
謂
い
て
曰
く
、
「
公
は
帝
王
の
族
な
り
。
望

　
　
高
く
戚
美
わ
し
。
何
ぞ
乃
ち
妹
を
鉗
耳
茸
に
適
が
す
や
」
と
。
稼
曰
く
、
「
前
に
已
に
妹
を
侯
右
心
氏
に
質
せ
り
。
こ
れ
復
た
何
を
か
疑
わ
ん
」
と
。
素
曰

　
　
く
、
「
総
立
は
、
莞
な
り
。
侯
莫
陳
は
、
虜
な
り
。
何
ぞ
買
繋
ぶ
る
を
得
ん
や
」
と
。
素
意
耀
え
ら
く
虜
優
れ
莞
劣
れ
り
と
。
踪
曰
く
、
「
晃
を
以
て
虜
に
異

　
　
な
れ
り
と
す
る
は
、
未
だ
こ
れ
を
前
に
聞
か
ず
」
と
。
素
漸
じ
て
止
む
。
珠
は
羅
旅
と
難
も
、
北
間
の
豪
貴
と
見
え
て
、
降
下
す
る
所
な
し
。
（
『
紅
皿
』
7
9

　
　
薫
踪
伝
）

　
右
の
楊
素
と
蒲
踪
と
の
対
話
は
、
蒲
踪
が
従
父
妹
を
莞
の
泉
質
氏
に
嫁
す
に
当
た
り
、
莞
と
虜
の
優
劣
を
論
じ
、
結
婚
相
手
と
し
て
適
当
か

否
か
、
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
る
。
楊
素
・
瀟
壕
両
人
と
も
漢
族
で
、
楊
素
は
弘
農
郡
の
名
族
、
薫
製
は
南
朝
梁
の
宗
室
で
あ
る
。
莞
と
は
チ
ベ

ッ
ト
族
で
あ
り
、
虜
と
は
『
新
唐
書
』
9
9
柳
沖
伝
中
の
柳
芳
の
議
論
に
鮮
卑
系
の
士
大
夫
を
指
し
て
「
虜
姓
」
と
呼
ん
で
お
り
、
潮
風
族
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
。
議
論
を
整
理
す
る
と
、
楊
素
は
虜
は
莞
よ
り
優
れ
、
結
婚
相
手
と
し
て
虜
が
適
当
で
莞
は
不
適
当
で
あ
る
、
薫
踪
は
虜
も
売

も
網
異
な
な
く
、
結
婚
相
手
と
し
て
い
ず
れ
も
適
当
で
あ
る
旨
を
主
張
し
、
楊
素
は
瀟
踪
に
や
り
込
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
注
潤
し
た
い
の
は
、
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両
者
の
議
論
の
相
違
点
で
は
な
く
、
一
致
点
で
あ
る
。
楊
素
も
黛
壕
も
い
ず
れ
も
「
虜
」
と
称
す
る
鮮
卑
族
に
通
婚
す
る
こ
と
に
異
和
感
を
覚

え
な
い
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
う
鮮
卑
族
の
範
囲
を
も
う
少
し
限
定
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
対
話
中
、
藁
囲
が
妹
を
嫁
せ
し
め
た
胡
族
（
鮮
寒
雲
）
の

侯
莫
算
氏
の
出
身
に
着
目
し
て
み
る
と
、
当
の
結
婚
相
手
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
魏
書
』
・
『
北
岸
書
』
・
『
早
書
』
・
『
階
書
』
に
立
田
さ
れ
た
七

人
の
侯
莫
陳
氏
は
い
ず
れ
も
代
郡
出
身
で
、
そ
の
中
五
人
ま
で
が
武
川
鎮
出
身
で
北
魏
末
の
動
乱
か
ら
頭
角
を
現
わ
し
た
人
々
が
占
め
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

恐
ら
く
瀟
珠
の
妹
の
嫁
い
だ
侯
莫
陳
氏
は
代
郡
出
身
で
あ
り
、
武
川
鎮
出
身
の
可
能
性
が
高
い
。

　
瀟
珠
の
議
論
相
手
で
あ
っ
た
力
種
も
妹
を
網
倉
（
鮮
等
式
）
の
独
孤
陥
に
嫁
せ
し
め
た
（
『
臨
書
』
7
9
独
孤
随
伝
）
。
独
孤
陥
は
独
孤
塁
の
子
で
、

独
孤
信
は
武
川
鎮
出
身
で
あ
る
。
蒲
壕
も
弁
韓
も
胡
族
群
B
に
属
す
る
武
川
鎮
出
身
の
胡
族
と
通
零
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
さ
て
階
代
に
お
い
て
、
北
周
で
選
挙
上
士
庶
の
同
製
を
撤
廃
し
た
の
を
、
盧
榿
・
醇
革
紐
・
陸
彦
師
が
再
び
復
活
さ
せ
た
。
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、
こ
の
三
人
の
出
自
で
あ
る
。
慮
榿
は
萢
陽
郡
の
名
族
盧
氏
の
出
身
、
騨
道
衡
は
河
東
郡
の
名
族
薩
氏
の
出
身
、
陸
彦
師
は
魏
郡
の

陸
氏
の
出
身
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
も
注
意
し
た
い
の
は
、
陸
彦
師
の
系
譜
で
あ
る
。
陸
彦
師
は
『
晴
書
』
7
2
の
本
伝
に
よ
る
と
、
父
が
陸
子
彰
、

祖
父
が
陸
希
道
で
、
胡
族
の
血
統
に
属
し
て
い
た
。
薩
民
は
非
漢
民
族
の
血
統
で
あ
る
疑
い
が
濃
い
の
で
、
今
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
ず
る
こ
と

は
措
い
て
お
き
た
い
が
、
萢
陽
の
名
族
士
大
夫
で
あ
る
盧
民
と
と
も
に
鞘
管
の
血
統
を
ひ
く
陸
氏
が
選
挙
の
折
り
士
庶
を
区
別
し
た
こ
と
か
ら
、

陸
氏
は
漢
族
の
士
大
夫
と
と
も
に
士
大
夫
身
分
に
属
し
て
い
る
と
自
ら
も
意
識
し
、
漢
族
士
大
夫
も
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陸
氏
は
先

に
み
た
よ
う
に
、
孝
文
帝
の
姓
族
平
定
で
胡
百
中
、
士
大
夫
と
し
て
最
高
位
に
位
置
付
け
ら
れ
、
且
つ
漢
族
士
大
夫
と
も
通
楽
し
て
い
っ
た
が

故
に
、
か
く
自
他
と
も
に
士
大
央
身
分
と
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
陸
氏
の
み
な
ら
ず
、
他
の
孝
文
帝
の
姓
族
粛
呈
後
か
ら
六
鎮
の

乱
ま
で
、
洛
陽
を
中
心
に
胡
漢
両
論
の
士
大
夫
身
分
の
家
と
通
婚
を
重
ね
た
胡
族
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
晴
代
に
お
い
て
は
第
一
次
馴
化
を
経
た
胡
族
群
A
は
士
大
夫
身
分
に
属
す
る
こ
と
が
胡
漢
白
黒
か
ら
認
定
さ
れ
て
お
り
、
漢
族

士
大
夫
の
側
か
ら
み
て
胡
族
群
A
と
の
通
婚
は
議
論
の
対
象
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
考
え
る
と
、
蒲
珠
と
楊
素
と
が
事
改
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め
て
通
婚
相
手
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
判
定
を
下
し
た
「
虜
」
と
は
、
胡
族
群
B
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
両
人
と
も
、
胡
族
群
B
の

侯
莫
陳
氏
と
独
孤
氏
に
妹
を
嫁
が
せ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
六
斎
の
乱
で
堀
起
し
た
胡
族
群
B
は
、
周
知
の
如
く
、
現
実
に
は
六
鎮
の
乱
を
機
に
東
と
西
と
に
分
か
れ
、
各
々
東
之
・
北
斉
、

西
盛
・
北
周
を
樹
て
て
互
い
に
覇
を
競
っ
た
。
以
下
、
行
論
の
都
合
上
、
六
鎮
の
乱
を
機
に
東
へ
移
動
し
東
魏
・
北
斗
を
樹
て
た
黒
塗
群
を

bd

早
A
対
す
る
西
の
華
中
に
拠
点
を
置
き
西
郡
・
北
斗
を
成
立
さ
せ
た
胡
族
群
を
b
」
類
と
す
る
。
地
域
か
ら
み
る
と
、
対
話
の
主
役
で
あ
る
薫

稼
と
楊
素
は
、
薫
稼
は
江
南
の
蘭
御
飾
出
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
楊
素
は
弘
農
郡
出
身
で
あ
る
。
弘
前
郡
は
西
魏
・
北
周
の
境
域
に
入
り
、
楊

素
は
菩
薩
朝
で
車
騎
大
将
軍
・
司
城
大
夫
・
東
門
魔
刺
史
・
沐
州
刺
史
・
徐
州
総
管
を
歴
任
。
薫
踪
が
妹
を
嫁
し
た
侯
莫
陳
氏
は
、
侯
莫
陳
氏

が
胡
族
群
じ
d
国
と
じ
d
≦
の
両
方
に
い
る
の
で
、
胡
族
群
b
ご
団
・
b
ウ
≦
の
い
ず
れ
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
楊
素
の
妹
が
嫁
い
だ
独
孤
虫
は
、
父

独
孤
信
が
西
魏
で
柱
国
大
将
軍
を
経
、
自
身
は
西
面
で
腰
騎
大
将
軍
・
河
州
刺
史
・
龍
州
刺
史
を
歴
任
し
て
お
り
、
胡
族
群
じ
d
≦
に
属
す
る
。

馬
素
の
出
身
地
・
経
歴
が
西
魏
・
北
周
と
関
係
の
深
い
こ
と
、
馬
素
の
妹
の
嫁
ぎ
先
の
独
孤
氏
が
胡
背
面
じ
ご
類
に
属
し
た
こ
と
か
ら
、
楊
素
が

旧
婚
相
乎
と
し
て
許
容
し
た
「
虜
」
と
は
、
胡
族
群
B
中
、
即
言
群
じ
σ
両
よ
り
し
σ
≦
の
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
か
ら
す
べ
て
の
漢
族
±
大
夫
と
胡
族
群
B
と
の
間
に
、
瀟
踪
と
精
々
の
二
人
が
対
話
し
た
盛
代
、
更
に
そ
れ
に
続
く
唐
代
に
お

い
て
通
婚
上
、
問
題
が
完
全
に
解
消
し
た
と
結
論
を
出
す
の
は
、
早
計
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
先
ず
胡
族
群

じづ

曹
ﾆ
じ
d
名
の
通
婚
関
係
を
比
べ
よ
う
。

　
胡
族
毒
し
d
国
と
じ
d
≦
の
通
婚
関
係
は
第
二
章
に
お
い
て
胡
族
群
じ
d
団
は
高
氏
、
胡
族
群
じ
d
≦
は
宇
文
矯
を
各
々
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
、

整
理
分
析
し
た
。
今
こ
こ
で
漢
族
と
の
通
婚
関
係
に
着
目
し
て
高
氏
と
宇
良
馬
を
比
較
す
る
と
、
六
鎮
の
乱
で
掘
起
し
た
後
、
高
氏
が
山
菓
の

名
族
士
大
夫
の
家
と
多
く
通
齢
し
た
の
に
対
し
、
宇
文
氏
は
山
東
の
名
族
中
、
僅
か
に
河
内
郡
の
司
馬
茂
と
通
幽
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
点
が
、

大
き
な
相
異
点
と
し
て
眼
に
つ
く
。
第
二
章
で
は
、
高
氏
と
重
文
氏
が
通
漏
し
た
家
と
し
て
、
妻
の
実
家
に
専
ら
注
目
し
、
高
堂
と
宇
文
氏
が
嫁

し
た
家
は
ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
六
趣
の
乱
嘱
起
後
の
高
堂
と
宇
文
庫
の
嫁
し
た
家
に
つ
い
て
は
高
氏
の
そ
れ
は
今
論
ず
る
準
備
は
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な
い
が
、
無
文
氏
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
わ
か
る
の
で
一
瞥
す
る
と
、
宇
文
泰
の
娘
褻
楽
公
主
が
京
兆
郡
の
章
氏
（
夫
一
彙
世
康
）
に
嫁
ぎ
（
『
男
惚
』

47

ﾍ
理
財
伝
）
、
宇
文
護
の
娘
新
興
公
主
は
武
功
郡
の
蘇
民
（
夫
一
閲
威
）
に
迎
え
ら
れ
た
（
『
周
書
』
2
3
蘇
勝
事
）
。
さ
て
、
宇
文
正
の
他
に
、
胡
訳

し弓

ﾑ
に
漢
族
が
嫁
し
た
例
と
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
極
限
陥
が
弘
農
郡
の
楊
氏
（
楊
素
）
を
迎
え
織
れ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
六
鎮
の
乱

後
、
胡
族
群
じ
d
芝
の
解
文
斑
・
独
孤
氏
の
漢
族
と
の
通
箱
関
係
を
み
る
と
、
そ
の
相
手
の
出
身
地
は
、
河
内
郡
（
司
馬
氏
）
、
弘
農
郡
（
階
宗
室

楊
氏
）
、
穎
川
郡
（
陳
氏
）
、
楚
郡
（
李
氏
）
、
呉
郡
（
朱
氏
）
、
弘
農
郡
（
念
慮
）
、
武
功
郡
（
蘇
氏
）
、
京
兆
郡
（
黒
氏
）
の
七
ケ
所
で
あ
る
。
こ
の
中
、

晴
宗
室
楊
氏
と
顯
川
下
氏
は
仮
託
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
除
外
す
る
と
し
て
、
残
り
六
人
の
出
身
地
中
、
弘
農
・
武
功
・
京
兆
の
慶
応
地
方
が

半
分
を
占
め
て
お
り
、
胡
族
群
b
d
毛
は
関
朧
地
方
の
漢
族
士
大
夫
の
家
と
通
帯
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
の
推
定
が
正
し
い
と
す
る
と
、
通
婚
相
手
と
し
た
漢
族
は
、
胡
族
群
U
づ
総
監
の
高
曇
は
山
東
の
名
族
士
大
夫
と
、
戸
坂
群
b
d
ぞ
は
関
朧

の
漢
族
士
大
夫
と
通
遇
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
胡
超
群
じ
d
≦
は
、
山
東
の
名
族
士
大
夫
中
、
と
り
わ
け
て
も
漢
族
士
大
夫
中
、

最
頂
点
に
立
つ
五
姓
と
の
通
婚
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
唯
一
の
例
外
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
。

　
か
か
る
状
況
は
、
北
魏
が
東
西
に
分
裂
し
、
東
魏
・
北
斉
は
山
東
に
依
拠
し
、
西
魏
・
北
周
は
関
中
に
拠
点
を
置
い
た
結
果
、
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
姓
の
内
訳
は
、
清
河
郡
及
び
二
面
郡
の
崔
氏
、
萢
顧
慮
の
蛮
民
、
趙
郡
及
び
朧
西
郡
の
李
氏
、
榮
陽
郡
の
邸
氏
、
太
原

郡
の
王
疵
で
あ
る
が
、
朧
西
郡
の
李
氏
を
除
い
て
い
ず
れ
も
そ
の
本
貫
は
東
魏
・
北
斉
の
境
域
に
属
し
て
お
り
、
西
蔵
・
北
砂
の
領
域
に
は
位

置
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
ま
た
『
北
卜
書
』
と
『
聖
書
』
を
検
し
て
立
伝
さ
れ
た
五
竜
出
身
者
の
数
を
み
る
と
、
『
北
斉
書
』
に
伝
が
あ
っ
て
『
奇
書
』
に
な
い
の
は
、

面
河
・
博
五
重
郡
の
崔
氏
と
趙
郡
の
李
氏
で
あ
り
、
こ
の
両
属
が
山
東
に
根
づ
い
て
関
西
へ
ほ
と
ん
ど
動
か
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
両
書
に
立
伝
さ
れ
た
も
の
に
は
、
朧
西
郡
李
氏
、
萢
陽
郡
語
論
、
榮
陽
二
郷
氏
、
太
原
郡
王
氏
が
存
す
る
が
、
朧
西
郡
の
李
氏
の
伝
は
『
北

斉
書
』
が
一
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
周
書
』
が
五
で
多
い
の
は
本
貫
が
朧
西
に
あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
他
、
五
玉
中
、
『
北
斉
書
ヤ
『
周
書
』
の
両
書
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
の
は
、
耳
管
郡
盧
氏
、
榮
陽
二
郷
氏
、
太
原
郡
王
氏
の
三
薦
で
あ

り
、
こ
の
三
氏
中
、
『
周
書
』
に
立
動
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
多
く
が
五
三
四
年
ぐ
三
国
三
）
に
量
定
帝
が
洛
陽
か
ら
高
歓
の
軍
勢
を
避
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
長
安
へ
西
奔
し
た
の
に
随
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
『
周
書
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
五
姓
中
の
山
東
名
族
は
、
北
魏
孝
武
帝
の
西
中
時
及
び
そ
の
後
に
難
中
へ
移
っ
た
も
の
で
、
本
来

の
居
住
地
に
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
同
族
が
残
り
、
そ
れ
に
比
べ
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
数
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く
考
え
る
と
、
名
族

の
淵
藪
た
る
山
導
に
進
入
し
た
東
魏
、
北
斉
の
胡
車
群
b
σ
両
と
、
そ
れ
と
対
峙
し
て
五
姓
中
朝
西
の
名
族
李
氏
し
か
そ
の
勢
力
圏
に
含
ま
な
い

西
魏
・
北
周
の
苫
葺
群
b
σ
≦
と
で
は
、
五
姓
と
通
婚
で
き
る
可
能
性
に
大
き
な
開
き
が
で
き
た
の
は
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
政
治
的
に
も
、
胡
族
群
ω
≦
は
拠
点
を
置
い
た
関
中
を
治
め
る
に
当
り
、
山
東
名
族
と
通
婚
を
通
し
て
結
託
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
切

実
な
意
義
を
持
た
ず
、
一
方
山
東
に
政
権
を
確
立
す
る
上
で
胡
族
群
b
σ
国
が
山
東
名
族
と
通
婚
に
よ
り
そ
の
き
ず
な
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
差
し
迫
っ
た
事
情
が
存
し
た
の
で
、
胡
族
群
b
ご
国
の
高
氏
は
通
運
し
た
漢
族
士
大
夫
中
、
山
東
名
族
が
多
く
を
占
め
た
の
に
対
し
て
、

胡
族
群
じ
ご
芝
は
山
菓
名
族
が
そ
の
通
婚
相
手
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
胡
族
群
b
」
芝
が
通
婚
し
た
弘
農
郡
の
難
民
、

京
兆
郡
の
章
氏
、
武
功
郡
の
蘇
氏
、
呉
郡
の
朱
氏
、
河
内
郡
の
司
馬
氏
の
家
格
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、

楊
素
の
家
格
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
楊
素
は
、
弘
農
郡
の
名
族
戸
車
の
出
身
で
あ
る
。
田
代
ま
で
の
楊
素
及
び
周
囲
の
揚
氏
一
族
の
通
婚
関
係
を
一
瞥
し
て
み
よ
う
。
楊
素
潜
身

の
妻
は
郵
氏
で
あ
る
が
、
榮
陽
の
名
族
鄭
氏
出
身
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
（
『
事
書
』
4
8
翁
島
伝
）
。
揚
素
の
子
楊
玄
縦
の
伴
侶
は
、
清
河
の
華
氏

（
父
は
懇
懐
）
で
あ
る
（
『
階
書
』
7
6
羅
島
伝
）
。
楊
素
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
族
に
属
す
る
楊
範
の
曾
祖
父
楊
遷
宮
の
妻
は
高
陽
郡
の
許

氏
、
祖
父
童
部
の
妻
は
太
原
郡
の
王
氏
、
父
楊
頴
の
妻
は
河
南
郡
の
理
博
で
あ
っ
た
（
『
集
釈
』
譜
図
「
楊
範
墓
誌
」
）
。
楊
墨
筆
の
妻
は
太
原
郡
の

王
氏
で
あ
っ
た
（
『
集
釈
』
欝
「
比
丘
尼
統
慈
慶
墓
誌
」
）
。
以
上
み
た
楊
氏
が
通
弊
し
た
漢
族
士
大
夫
の
出
自
は
、
五
韻
中
、
太
原
郡
の
王
氏
、
清

河
郡
の
崔
氏
が
み
ら
れ
る
が
、
楊
氏
が
五
姓
の
名
族
と
通
早
し
た
か
ら
と
言
づ
て
五
姓
と
同
格
の
家
柄
で
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
熱
型

59　（535）



は
興
言
に
お
い
て
自
身
が
尚
書
左
僕
射
、
司
徒
に
ま
で
昇
り
位
人
臣
を
極
め
、
弟
楊
約
、
従
父
楊
文
思
・
弟
楊
文
紀
・
族
父
母
昇
は
尚
書
・
列

卿
と
な
り
、
諸
子
は
労
す
る
こ
と
な
く
位
が
柱
国
・
刺
史
に
到
達
す
る
ほ
ど
、
栄
耀
を
享
受
し
た
が
、
息
子
の
揚
玄
縦
の
た
め
に
五
姓
の
一
で

あ
る
清
河
の
名
族
器
機
の
娘
を
嬰
ら
ん
と
し
て
開
い
た
婚
約
の
宴
席
上
、
楊
素
が
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
た
花
嫁
の
父
親
崔
撫
は
故
意
に
破
衣
弊
饗
し

て
繋
馬
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
、
楊
素
に
対
し
て
軽
侮
の
表
情
を
示
し
不
遜
な
言
辞
を
弄
し
た
と
い
う
挿
話
は
、
聖
霊
の
楊
氏
が
五
姓
よ
り
下
位

に
格
付
け
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
『
叢
書
』
7
6
崔
鱒
伝
）
。
弘
農
の
楊
氏
は
、
五
姓
に
及
ば
な
い
二
流
士
大
夫
で
あ
っ
た
と

み
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
胡
族
群
b
d
類
と
通
類
し
た
経
輪
の
朱
氏
、
河
内
郡
の
司
馬
氏
、
卜
兆
郡
の
仏
訳
、
武
功
郡
の
蘇
生
も
弘
農
郡
の
揚

氏
同
様
、
姦
濫
孝
文
帝
の
姓
族
詳
定
時
に
五
姓
の
如
く
最
高
位
に
序
せ
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
の
で
、
二
流
士
大
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
胡
族
郡
b
J
毛
は
関
瀧
地
方
の
漢
族
士
大
夫
と
協
力
し
て
西
里
・
北
周
政
権
の
中
核
で
あ
る
「
関
朧
集
団
」
を
形
成
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
殉
・
農
鷲
≦
が
重
し
姦
農
の
楊
素
・
山
晃
の
垂
塵
武
功
の
畿
は
そ
の
愚
者
で
あ
・
た
関
塵
大
夫
で
あ
る
こ

と
は
、
楊
素
が
前
述
し
た
よ
う
に
北
周
に
仕
え
た
こ
と
、
章
世
康
は
北
周
で
民
部
中
大
失
・
司
会
中
大
夫
を
歴
任
し
、
蘇
威
が
北
周
で
車
騎
大

将
軍
・
稽
伯
下
大
夫
に
明
せ
ら
れ
、
そ
の
父
蘇
紳
は
羅
文
泰
の
片
腕
と
し
て
大
行
台
度
支
尚
書
を
占
め
た
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま

り
地
域
か
ら
み
て
、
胡
族
癒
し
d
類
が
拠
点
を
置
い
た
の
が
関
朧
地
方
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
胡
族
群
b
づ
国
の
高
氏
が
拠
点
を
定
め
た
山
東

の
名
族
と
通
蒼
し
た
よ
う
に
、
関
朧
地
方
の
漢
族
土
大
夫
と
通
慰
し
た
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
胡
族
群
し
d
毛
に
と
り
、
こ
の
通
婚
は
関
朧

に
依
る
足
が
か
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
西
魏
・
北
玉
代
に
胡
族
群
b
け
薫
は
山
菓
の
一
流
士
大
夫
と
で
は
な
く
、
関
渉
地
方
の
二
流
土
大
夫
と
通
回
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
両
者
間
に
通
婚
関
係
が
生
じ
た
こ
と
に
対
し
て
、
胡
馬
両
落
の
民
族
上
の
差
別
を
超
え
た
と
い
う
側
面
と
、
孝
文
帝
が
五
世
紀
末
に
樹
立

し
た
門
閥
秩
序
下
で
賎
民
化
し
て
い
た
三
族
長
じ
ご
ノ
ぐ
が
二
流
と
は
言
え
、
士
大
夫
に
位
地
付
け
ら
れ
る
漢
族
と
通
議
す
る
こ
と
に
よ
り
、
通

婚
上
の
障
壁
で
あ
っ
た
士
大
夫
と
賎
民
と
の
身
分
上
の
懸
隔
を
超
え
た
と
い
う
側
面
が
存
す
る
と
評
価
し
得
よ
う
。

　
並
置
群
b
σ
芝
は
西
面
・
北
周
に
お
い
て
通
婚
上
の
身
分
差
別
を
打
破
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
漢
族
士
大
夫
と
の
間
の
身
分
差
別
を
完
全
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に
克
服
し
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
、
西
魏
・
北
周
当
時
、
漢
族
士
大
夫
中
、
最
高
の
家
柄
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
た
五
姓
の
多
く

が
対
立
相
手
で
あ
る
東
魏
・
亡
霊
治
下
の
山
東
に
残
っ
て
お
り
、
血
族
群
U
σ
芝
は
か
れ
ら
と
通
雨
せ
ぬ
ま
ま
に
い
た
か
ら
で
あ
る
。
胡
族
群

じd

ﾞ
が
五
毒
中
の
山
東
名
族
と
通
婚
で
き
る
か
否
か
、
と
い
う
閥
題
は
、
東
西
対
立
下
で
は
な
く
、
北
周
武
帝
が
五
七
七
年
（
建
徳
六
）
に
山
顛

を
併
呑
し
、
山
東
名
族
を
勢
力
下
に
入
れ
て
か
ら
浮
か
び
上
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
老
の
間
に
、
通
婚
上
障
害
の
存
し
た
こ
と
を
直

接
示
す
事
実
は
み
え
な
い
が
、
間
接
な
が
ら
示
唆
す
る
事
実
は
あ
る
。
そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
考
え
て
み
た
い
。

第
二
節
　
楊
氏
・
李
氏
と
山
東
名
族

北朝国典時代における胡族の通婚関係（長部）

　
と
こ
ろ
で
西
魏
・
北
周
政
権
の
中
枢
経
た
る
八
柱
国
・
十
二
大
将
軍
に
宇
土
泰
・
侯
興
趣
崇
・
侯
莫
陳
順
・
箆
鷺
導
・
賀
蘭
祥
の
胡
族
群

切
獄
中
の
武
川
鎮
出
身
の
胡
族
が
多
く
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
か
れ
ら
と
と
も
に
武
川
鎮
出
身
の
漢
族
が
傾
国
・
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、

晴
文
帝
（
楊
堅
）
の
父
、
大
将
軍
に
比
せ
ら
れ
た
楊
忠
で
あ
り
、
唐
高
祖
（
李
淵
）
の
祖
父
、
領
国
大
将
軍
に
比
せ
ら
れ
た
李
虎
で
あ
っ
た
。
楊

・
李
両
氏
の
北
手
重
か
ら
唐
代
ま
で
の
通
婚
関
係
を
手
が
か
り
に
、
胡
族
群
じ
d
類
と
五
宮
と
の
通
婚
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
晴
宗
室
揚
氏
の
通
航
関
係
は
、
判
明
し
て
い
る
中
で
最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
、
楊
堅
の
祖
父
君
禎
の
妻
が
蓋
氏
で
あ
り
（
『
贈
爵
』
1
9
楊
忠

伝
）
、
以
下
、
楊
堅
の
父
楊
忠
の
妻
が
済
南
郡
の
呂
氏
で
あ
り
（
『
壁
書
』
7
9
高
祖
外
風
呂
氏
伝
）
、
楊
堅
自
身
の
妻
は
独
孤
玩
で
あ
っ
た
（
『
階
書
』

36

ﾆ
孤
皇
后
伝
）
。
繋
馬
の
妻
を
民
族
で
分
け
る
と
、
蓋
民
は
不
明
で
あ
り
、
呂
氏
は
本
貫
が
済
南
郡
だ
が
、
『
北
朝
胡
姓
考
』
に
よ
る
と
、
胡

尋
常
の
呂
氏
は
本
貫
が
高
平
鎮
ま
た
は
代
郡
・
略
陽
郡
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
恐
ら
く
漢
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
独
孤
氏
は
独
孤
信
の
娘
で
胡

族
で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
出
自
を
身
分
の
上
か
ら
み
る
と
、
蓋
氏
は
不
明
で
あ
る
が
、
呂
氏
は
玄
人
で
あ
り
（
『
階
書
』
7
9
呂
茂
伝
）
、
三
選
氏
は

父
独
孤
臣
が
武
川
鎮
に
駐
屯
し
て
賎
民
視
さ
れ
た
果
肉
で
あ
る
。
呂
・
独
孤
両
氏
は
、
と
も
に
孝
文
帝
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
門
閥
秩
序
下
に
お

い
て
、
士
人
身
分
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
武
川
鎮
に
駐
屯
し
た
愚
母
が
忍
人
の
垂
泣
を
婆
つ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
楊
民
は

当
時
少
な
く
と
も
士
人
身
分
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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一
方
、
唐
宗
室
の
通
婚
関
係
は
六
鎮
の
乱
前
後
、
音
階
の
高
祖
李
煕
の
妻
は
張
民
、
曾
祖
李
天
賜
の
妻
は
費
氏
、
祖
父
李
虎
の
妻
は
梁
氏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

父
雪
風
の
妻
は
独
孤
民
で
あ
る
。
こ
の
四
人
の
民
族
を
み
る
と
、
漢
族
は
張
氏
・
賞
氏
・
梁
氏
で
あ
り
、
胡
族
は
独
男
琉
で
あ
る
。
そ
の
身
分

は
、
張
・
費
・
梁
の
三
氏
は
不
明
で
あ
る
。
独
孤
琉
は
父
祖
の
名
が
不
明
で
あ
る
が
、
夫
鞍
馬
の
父
李
虎
は
武
川
鎮
に
居
住
し
て
い
た
の
で
、

同
時
期
に
武
川
鎮
に
住
ん
で
い
た
独
客
信
の
一
族
と
考
え
ら
れ
、
恐
ら
く
そ
の
身
分
は
賎
民
視
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
李
氏
も
独
孤
疵
と
通
惜

し
た
と
こ
ろ
が
ら
、
賎
民
視
さ
れ
た
、
少
な
く
と
も
士
人
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
楊
・
李
両
氏
と
も
六
鎮
の
乱
前
後
に
は
、
北
魏
孝
文
帝
以
来
の
門
閥
秩
序
下
で
胡
漢
を
問
わ
ず
、
士
人
と
認
め
ら
れ
な
い
家
と
通
呈
し
て
い

た
が
、
北
周
か
ら
誌
代
に
か
け
て
前
の
門
閥
秩
序
下
で
士
人
身
分
を
保
っ
た
家
と
通
幸
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
の
が
、
認
め
ら
れ
る
。

　
楊
氏
は
北
周
代
に
楊
堅
の
嫡
男
硬
筆
が
北
風
寒
室
の
子
孫
で
あ
る
元
孝
矩
の
娘
を
早
り
（
『
晴
書
』
5
0
野
選
矩
伝
）
、
晴
代
に
は
文
帝
の
孫
楊
楷

が
元
巌
の
娘
を
妻
に
迎
え
た
（
『
三
重
』
8
0
華
陽
王
楷
妃
伝
）
。
元
氏
は
前
に
論
じ
た
如
く
、
北
爆
の
蟹
族
詳
定
で
胡
漢
年
忌
を
統
合
し
た
門
閥
欄

度
下
で
士
人
と
し
て
最
高
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
北
魏
滅
亡
後
も
士
人
と
し
て
他
の
士
人
と
の
儲
君
を
続
け
た
が
、
文
帝
が
楊
勇
の
た
め
に
元

氏
を
伴
侶
に
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
門
地
を
重
ん
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
『
階
書
』
5
0
元
孝
短
伝
）
。

　
李
氏
は
、
北
周
代
に
露
塵
が
代
郡
餐
氏
を
嬰
り
、
唐
初
に
は
李
世
民
が
河
南
署
長
孫
氏
を
妻
と
し
た
（
『
旧
』
5
1
蜜
書
伝
・
同
罪
孫
氏
伝
）
。
平

氏
も
長
孫
属
も
、
胡
馬
で
あ
る
。
蜜
氏
は
父
が
蜜
毅
、
祖
父
が
餐
岳
、
大
叔
父
が
難
詰
、
曾
祖
父
が
餐
略
で
あ
っ
た
。
慶
氏
は
洛
陽
遷
都
後
、

代
郡
に
住
む
が
、
代
々
魏
に
仕
え
て
大
官
に
至
り
、
北
魏
末
年
の
動
乱
を
経
験
し
た
曾
祖
父
言
霊
は
恐
ら
く
動
乱
前
と
思
う
が
、
平
遠
将
軍

（
第
四
品
目
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
『
周
書
』
3
0
聲
熾
伝
）
。
長
孫
氏
は
、
父
が
帰
馬
晟
、
祖
父
が
長
篇
兜
、
曾
祖
父
が
長
孫
子
裕
、
高
祖
が
長
孫
稚
（
翼
帰
）

で
あ
り
、
長
孫
稚
が
孝
文
帝
に
従
っ
て
南
遷
し
て
以
来
、
曽
爾
郡
洛
陽
に
定
住
し
た
。
動
乱
前
後
に
生
き
た
長
孫
稚
は
、
七
兵
尚
書
・
太
常
卿

・
撫
軍
大
将
軍
な
ど
の
大
宮
を
歴
任
し
た
（
『
魏
書
』
2
5
長
孫
翼
帰
農
）
。
両
氏
と
も
に
そ
の
先
祖
が
部
落
大
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
姓
族
詳

記
で
士
人
身
分
に
定
め
ら
れ
、
両
氏
の
父
楓
の
洛
陽
遷
都
後
の
宮
歴
か
ら
み
て
、
六
鎮
の
胡
族
が
賎
民
化
し
た
の
と
異
な
り
、
溶
着
の
乱
ま
で

士
人
身
分
の
家
柄
を
保
ち
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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か
く
北
上
代
か
ら
譜
代
ま
で
、
楊
琉
が
士
人
身
分
に
あ
っ
た
元
氏
と
通
生
し
、
同
じ
く
李
氏
が
費
・
長
孫
両
氏
と
婚
姻
し
た
こ
と
は
、
通
婚

上
あ
っ
た
士
・
賎
の
差
別
を
超
え
た
と
い
う
評
価
を
一
応
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
元
・
賢
・
長
生
三
身
の
士
人
身
分
内
で
の
階
層
を
孝
文
帝
の
雷
族
詳
定
を
基
準
に
み
る
と
、
元
氏
は
最
高
の
姓
と
さ
れ
た
胡
族

八
姓
と
漢
族
険
難
に
沖
す
る
第
一
級
の
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
餐
・
長
孫
両
氏
は
胡
族
八
姓
よ
り
格
下
の
家
柄
で
あ
っ
た
。
北
墨
黒
か
ら
唐
代
に

か
け
て
楊
・
李
両
氏
と
、
漢
族
中
最
高
の
姓
と
仰
が
れ
る
山
東
名
族
が
大
部
分
を
占
め
る
五
型
と
の
通
婚
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
但
し
、
唯
一

の
例
外
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）
。

　
山
東
名
族
中
の
五
号
は
北
朝
階
唐
時
代
に
お
い
て
士
大
夫
が
そ
の
家
と
の
通
婚
を
夢
見
、
熱
心
に
そ
の
実
現
を
求
め
る
憧
憬
の
的
で
あ
っ
た

が
、
唐
初
そ
れ
ら
の
家
と
通
摂
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
宗
室
李
氏
に
と
り
、
政
治
権
力
の
頂
点
に
登
り
つ
め
た
自
分
た
ち
を
な
い
が
し
ろ
に
す

る
態
度
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
か
か
る
風
潮
に
対
し
て
葱
葱
を
募
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
唐
の
高
祖
が
、
山
東
人
は
山
東
名
族
の
崔
氏
・
墨

型
と
結
婚
し
て
誇
っ
て
い
る
が
、
外
戚
で
あ
る
蜜
民
の
家
も
貴
い
と
壁
越
に
漏
ら
し
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
（
『
旧
』
6
1
餐
威
伝
）
。
周
知
の
如

く
、
太
宗
が
高
士
廉
た
ち
に
『
貞
観
氏
族
志
』
編
纂
の
命
を
下
し
た
の
は
、
山
東
名
族
が
門
地
を
誇
り
娘
を
他
家
に
謝
せ
る
際
、
相
手
方
か
ら

多
額
の
結
納
を
求
め
る
の
を
苦
々
し
く
思
い
、
門
閥
秩
序
を
改
編
し
て
か
か
る
風
潮
を
根
本
か
ら
断
と
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
（
『
旧
』
6
5
高
士

廉
伝
）
。
高
組
も
太
宗
も
恐
ら
く
士
大
夫
身
分
に
あ
る
こ
と
を
自
任
し
つ
つ
も
、
山
東
名
族
を
尊
重
す
る
風
潮
を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
つ
け
、

士
大
夫
身
分
内
で
彼
我
の
階
層
差
の
存
す
る
こ
と
を
否
応
な
く
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
か
く
唐
宗
室
李
氏
が
六
鎮
の
乱
以
後
身
分
上
の
差
別
を
克
服
し
士
大
夫
身
分
の
家
と
通
帯
し
た
後
も
な
お
山
里
名
族
と
士
大
夫
層
内
の
階
層

差
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
究
極
的
原
因
は
、
漢
族
で
は
山
東
名
族
が
大
部
分
を
占
め
る
五
姓
が
士
大
夫
の
最
頂
点
を
極
め
た
孝
文

帝
の
姓
族
詳
記
に
よ
る
門
閥
秩
序
が
成
立
し
、
李
氏
が
そ
の
秩
序
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
が
、
唐
貞
観

期
ま
で
か
か
る
問
題
が
持
ち
越
さ
れ
て
き
た
直
接
の
原
因
は
、
五
三
四
～
五
七
七
年
の
華
北
に
お
い
て
、
東
西
魏
・
北
斉
・
北
国
と
に
東
西
分

裂
し
政
治
的
に
対
立
し
た
結
果
、
酉
の
里
中
に
居
た
李
属
は
山
菓
に
幡
拠
し
た
高
邑
と
異
な
り
、
山
東
名
族
と
の
通
婚
が
陽
ま
れ
た
こ
と
に
あ
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ろ
う
。
し
た
が
っ
て
東
西
分
裂
時
に
李
氏
が
通
臆
す
る
相
手
は
自
ず
と
、
西
の
関
朧
地
方
に
居
た
者
に
限
定
さ
れ
て
く
る
の
は
、
当
然
の
理
で

あ
る
。
当
時
の
通
婚
関
係
を
み
る
と
、
李
晒
の
妻
は
愈
愈
氏
、
高
祖
の
妻
は
賢
氏
で
あ
る
。
独
孤
氏
が
い
つ
入
関
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

餐
氏
は
父
親
の
餐
毅
が
五
三
四
年
（
永
煕
三
）
に
孝
武
舞
に
従
っ
て
入
関
し
た
の
で
（
『
卜
書
』
3
0
餐
毅
伝
）
、
関
中
に
お
い
て
生
ま
れ
た
（
『
旧
』
5
1

蜜
氏
伝
）
。

　
と
こ
ろ
で
西
魏
・
北
周
政
雪
下
で
統
治
集
団
と
し
て
形
成
さ
れ
た
関
騰
集
団
に
は
六
鎮
出
身
者
（
胡
族
群
じ
σ
ノ
＜
・
漢
族
）
、
関
朧
地
方
の
漢
族
士

大
夫
に
加
え
て
、
漢
族
側
は
山
東
名
族
、
胡
族
側
は
姓
族
勘
定
後
も
洛
陽
に
定
住
し
続
け
、
六
鎮
の
胡
族
譜
b
ウ
≦
の
如
き
賎
民
化
を
免
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

詳
定
時
に
認
知
さ
れ
た
士
大
夫
身
分
を
守
り
続
け
た
と
み
ら
れ
る
胡
族
群
A
が
参
加
し
た
。
関
瀧
集
団
の
か
か
る
構
成
を
踏
ま
え
て
、
今
一
度

楊
・
李
両
属
の
北
周
代
の
通
事
相
手
の
出
自
を
見
直
す
と
、
関
朧
集
団
に
参
加
し
た
胡
族
群
A
と
通
婚
し
た
例
と
し
て
見
出
す
の
が
、
前
述
し

た
楊
勇
と
元
々
と
の
婚
姻
で
あ
る
。
平
氏
は
言
う
ま
で
も
な
く
北
魏
宗
室
で
あ
り
、
洛
陽
に
定
住
し
て
士
人
最
高
の
家
柄
を
保
ち
、
楊
勇
の
岳

父
に
当
た
る
元
孝
矩
は
一
周
政
権
に
仕
え
、
一
族
は
柱
国
大
将
軍
に
元
欣
、
大
将
軍
に
元
賛
・
元
育
・
元
仁
を
出
し
、
六
鎮
出
身
者
と
肩
を
並

べ
て
西
魏
・
北
京
政
権
、
残
土
集
団
の
中
核
を
占
め
た
家
で
あ
っ
た
（
『
軍
書
』
1
6
）
。
更
に
唐
革
ま
で
時
代
を
下
げ
て
み
る
と
、
唐
太
宗
の
妻

長
雨
氏
は
、
祖
父
長
孫
兇
が
河
南
郡
洛
陽
の
出
身
で
、
北
周
回
に
願
騎
大
将
軍
・
開
府
・
緯
州
刺
史
を
累
遷
し
、
関
朧
集
団
の
一
員
で
あ
っ
た

（『

?
書
』
2
6
長
孫
兜
伝
）
。

　
こ
こ
で
親
族
群
じ
d
≦
の
通
流
関
係
に
再
び
眼
を
向
け
姓
族
画
定
後
、
六
鎮
の
乱
ま
で
の
問
に
、
身
分
差
が
生
じ
た
岡
民
族
の
胡
族
群
A
と

の
間
に
婚
姻
関
係
が
西
魏
・
北
周
代
に
成
立
し
た
か
否
か
、
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
元
氏
か
ら
は
、
解
文
泰
は
西
潮
懸
武
勲
の
妹
（
皿
蓑
3
）
、

宇
文
護
は
元
孝
短
の
妹
（
頭
表
9
）
、
北
周
忌
閾
帝
は
西
言
文
帝
の
娘
（
皿
表
1
2
）
を
各
々
論
り
、
ま
た
子
氏
で
は
、
干
謹
の
子
子
翼
が
宇
文
泰
の

娘
平
原
公
主
（
『
二
型
』
3
0
干
言
伝
）
、
子
謹
の
満
干
象
賢
は
北
周
武
帝
（
露
文
菖
）
の
娘
（
『
周
書
』
！
5
子
差
響
）
を
各
々
迎
え
た
よ
う
に
、
宇
文
士
が

元
・
干
両
氏
と
通
婚
し
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。
元
属
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
割
愛
す
る
が
、
干
氏
は
干
謹
が
五
三
一
年
（
普
泰
光
）
に
爾

寒
天
光
に
従
っ
て
高
歓
と
韓
陵
山
で
戦
い
敗
北
し
て
入
関
し
、
西
軍
政
邸
内
で
柱
国
大
将
軍
に
昇
り
、
関
醗
集
団
を
構
成
す
る
枢
要
な
家
で
あ
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つ
た
と
言
え
る
。

　
要
す
る
に
、
西
下
・
北
周
か
ら
唐
代
に
か
け
て
、
六
鎮
出
身
の
繊
麗
粗
し
u
名
と
漢
族
と
は
、
北
魏
の
姓
族
詳
定
後
も
士
大
夫
身
分
を
保
っ

た
胡
族
群
A
と
、
身
分
上
の
懸
隔
を
超
え
て
通
婚
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
前
に
留
保
し
た
が
、
西
魏
・
北
周
代
に
山
東
の
名
族
士
大
夫
が
胡
族
群
じ
ご
毛
と
通
塾
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
博
愛
郡
の
名

族
士
大
夫
崔
説
（
士
約
）
の
娘
に
し
て
崔
弘
度
の
妹
に
当
た
る
女
性
が
、
代
郡
出
身
の
泉
質
遍
の
息
子
の
も
と
に
嫁
い
だ
の
が
そ
の
例
で
あ
る

（『

n
書
』
7
4
崔
感
度
伝
）
。
更
に
時
代
が
下
が
っ
て
晴
代
に
は
、
六
鎮
出
身
の
漢
族
が
、
山
東
名
族
と
通
窮
し
た
例
が
見
出
さ
れ
る
。
晴
文
帝
の

孫
、
楊
勇
の
子
楊
俊
が
、
崔
説
の
娘
で
崔
鮮
度
の
妹
を
婆
つ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
『
階
書
』
7
4
崔
弘
度
伝
）
。
か
く
山
東
名
族
と
六
鎮
出
身
の
胡

漢
両
族
と
通
暑
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
故
一
見
雄
鎮
の
乱
以
降
即
ち
に
、
山
東
名
族
と
六
鎮
出
身
者
と
の
閾
に
、
六
鎮
の
乱
以
前
横
た
わ
っ
て

い
た
身
分
差
を
克
服
し
て
通
婚
関
係
が
普
遍
的
に
成
立
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
両
者
の
通
婚
が
成
立
す
る
範
囲
を
限
定
し

て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。
か
か
る
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
先
ず
六
鎮
出
身
者
に
娘
を
送
り
出
し
た
崔
説
の
経
歴
を
一
瞥
し
て
み

よ
う
。

　
謬
説
は
兄
崔
謙
と
と
も
に
、
北
魏
孝
武
帝
が
高
歓
に
備
え
て
荊
州
に
派
遣
し
た
息
抜
勝
に
随
い
、
孝
武
豊
の
西
遷
後
、
高
書
が
派
し
た
部
将

侯
景
に
蓮
華
に
お
い
て
敗
れ
る
と
、
兄
と
樽
抜
勝
と
も
ど
も
南
朝
梁
の
武
豊
に
身
を
寄
せ
、
三
年
後
北
に
帰
る
の
を
許
さ
れ
、
宇
文
型
の
許
に

身
を
投
じ
た
。
崔
説
は
無
文
泰
の
旗
に
従
い
、
弘
農
の
奪
還
、
沙
漏
の
戦
い
で
勲
功
を
立
て
、
京
兆
警
守
を
皮
切
り
に
、
車
群
大
将
軍
・
騨
騎

大
将
軍
・
侍
中
・
朧
州
刺
史
・
以
上
瓜
三
州
総
局
な
ど
を
歴
任
し
て
お
り
、
関
朧
集
団
の
一
員
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
に
六
二
出
身
者

・
二
男
地
方
の
漢
族
士
大
夫
、
胡
族
群
A
と
と
も
に
、
山
東
の
名
族
士
大
夫
が
関
朧
集
団
を
構
成
し
た
と
述
べ
た
が
、
崔
説
は
実
は
そ
の
一
人

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
冷
気
集
団
と
は
、
も
と
も
と
陳
寅
恪
氏
の
発
案
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
氏
に
よ
る
と
富
力
に
優
る
山
東
に
依
拠
し
、
六
鎮
鎮
民
の
多
く
を
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
て
軍
事
力
に
お
い
て
優
位
に
立
っ
た
高
歓
に
対
抗
す
べ
く
、
所
謂
「
関
中
本
位
政
策
」
を
取
り
、
そ
の
も
と
に
成
立
し
た
政
治
集
団
で
あ
る
。
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関
電
本
位
政
策
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
氏
の
論
述
に
委
ね
た
い
が
、
そ
れ
は
胡
漢
陰
張
の
郡
望
を
旧
来
の
河
南
郡
望
（
胡
族
）
・
山
導
平
虫

（
漢
族
）
か
ら
と
も
に
関
内
志
望
に
変
え
、
北
洋
孝
文
帝
が
改
め
た
胡
族
の
姓
を
復
活
し
、
漢
族
に
は
胡
姓
を
賜
与
し
て
、
兇
漢
両
族
の
統
合
を

図
っ
た
策
で
あ
っ
た
。
前
に
み
た
如
く
、
胡
族
の
宇
文
属
が
漢
族
の
司
馬
氏
を
遷
り
、
漢
族
の
揚
氏
が
胡
乱
の
元
民
を
嬰
つ
た
の
は
、
関
脇
集

団
内
部
で
の
胡
漢
統
合
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
関
朧
集
団
で
作
用
し
て
い
た
原
則
は
、
胡
漢
統
合
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

前
に
述
べ
た
如
く
、
北
樽
代
に
は
選
挙
上
士
庶
の
別
を
撒
廃
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
と
そ
れ
は
旧
来
の
家
柄
に
応
じ
て
選
挙
す
る
の
を
止
め
、

関
朧
集
団
参
加
者
に
対
す
る
選
挙
は
従
来
の
孝
文
帝
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
門
閥
秩
序
・
身
分
秩
序
に
と
ら
わ
れ
ず
進
め
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

通
婚
に
お
い
て
も
、
前
に
み
た
よ
う
に
旧
来
の
身
分
秩
序
下
で
は
、
賎
民
化
し
た
申
子
の
宇
文
勢
が
士
人
身
分
の
聖
誕
の
元
受
・
干
氏
と
通
遷

し
た
こ
と
は
、
関
朧
集
団
の
胡
族
内
部
で
旧
来
の
身
分
秩
序
を
超
え
た
こ
と
を
示
し
、
士
人
で
な
か
っ
た
漢
族
の
楊
氏
が
胡
族
で
士
人
の
元
疵

と
通
題
し
た
こ
と
は
関
朧
集
団
内
部
で
胡
漢
勢
至
を
統
合
し
て
い
た
身
分
秩
序
を
打
破
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
に
崔
説
の
娘
が

尉
遅
琉
に
嫁
し
た
の
を
み
た
が
、
舅
の
尉
遅
出
は
母
が
宇
文
書
の
姉
車
楽
大
長
公
主
で
関
朧
集
団
の
一
員
で
あ
り
、
崔
説
も
同
じ
集
団
に
属
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
関
朧
集
団
内
部
の
原
則
に
従
っ
て
、
颯
来
の
身
分
秩
序
を
超
え
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
崔
氏
と
楊
氏
と
の
通
雲
も
同
じ
こ

と
が
言
え
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
博
陵
の
名
族
崔
民
と
尉
遅
残
、
崔
氏
と
楊
氏
の
通
婚
か
ら
、
西
魏
・
北
周
代
に
山
東
に
留
ま
っ
た
結
果
、

関
野
集
団
に
参
加
し
な
か
っ
た
山
東
名
族
と
六
器
出
身
の
胡
族
並
び
に
漢
族
と
の
間
に
、
通
婚
関
係
が
普
遍
的
に
成
立
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た

と
は
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
西
魏
・
北
周
政
権
の
統
治
集
団
た
る
関
朧
集
団
は
、
以
後
唐
代
の
則
天
武
后
期
ま
で
基
本
的
に
そ
の
地
位
を
他
に
譲
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

関
学
集
団
は
西
魏
・
北
周
時
代
の
成
立
当
初
は
従
来
の
身
分
秩
序
を
超
え
て
樹
て
ら
れ
た
集
団
で
あ
っ
た
が
、
政
権
の
中
軸
を
握
っ
て
い
く
う

ち
、
唐
初
に
は
士
大
夫
身
分
中
の
「
門
閥
」
集
団
と
化
し
た
（
『
周
書
』
1
6
）
。
か
つ
て
六
鎮
に
お
い
て
賎
民
身
分
に
疑
し
め
ら
れ
た
胡
族
譜
b
σ
≦

の
子
孫
も
関
朧
集
団
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
士
大
夫
身
分
に
昇
り
し
か
も
そ
の
門
閥
と
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
関
朧
集
団
の
一
員
た
る
腹
黒
が
寒
士
出
身
の
馬
周
を
礼
遇
し
な
か
っ
た
よ
う
に
（
『
旧
』
7
7
誰
挺
伝
）
、
関
朧
集
団
の
士
大
夫
は
士
大
夫
身
分
内
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で
集
団
外
部
の
士
大
夫
を
排
し
、
上
位
に
立
と
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
北
谷
孝
文
帝
に
よ
る
寛
仁
詳
定
以
前
か
ら
士
大
夫
社
会
で
家
格
が

最
高
の
評
価
を
得
、
姓
族
同
定
に
よ
り
国
家
か
ら
そ
の
家
格
が
認
知
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
萢
陽
の
盧
氏
、
博
陵
・
清
河
の
絵
革
、
趙
郡
の
李

氏
、
榮
陽
の
鄭
氏
の
山
東
名
族
は
、
北
魏
の
東
西
分
裂
後
は
そ
の
大
部
分
が
山
東
に
残
っ
て
西
の
関
中
に
成
立
し
た
関
朧
集
団
に
加
わ
ら
ず
、

東
西
が
統
一
さ
れ
た
後
も
唐
代
初
期
ま
で
関
朧
集
団
の
頂
点
に
立
つ
六
鎮
出
身
の
胡
漢
心
族
の
子
孫
で
あ
る
宇
文
・
揚
・
李
の
三
十
と
通
塗
に

よ
り
溶
け
合
う
こ
と
な
く
、
士
大
夫
社
会
で
は
こ
の
三
馬
よ
り
上
の
最
高
の
家
格
と
評
価
を
受
け
、
か
れ
ら
と
の
通
婚
は
憧
憬
の
的
で
あ
る
と

い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　
晴
・
最
初
、
山
東
名
族
が
関
朧
集
団
の
構
成
者
を
み
る
眼
は
、
旧
来
の
北
魏
孝
文
帝
が
敷
い
た
胡
漢
両
族
を
統
合
し
た
門
閥
秩
序
を
超
え
て

関
朧
集
団
の
形
成
に
与
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
旧
来
の
門
閥
意
識
に
覆
わ
れ
、
来
泊
集
団
の
溝
成
鳳
毛
、
元
来
士
大
夫
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
た
山
東
士
族
・
関
朧
士
族
・
三
族
群
A
は
別
と
し
て
、
目
下
士
大
夫
身
分
に
属
し
て
い
る
と
は
い
え
、
素
姓
を
辿
る
と
六
鎮
の
賎
民
で
あ

っ
た
胡
漢
両
族
と
の
通
婚
を
避
け
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
階
・
唐
初
に
お
い
て
、
五
姓
の
多
く
を
占
め
る
山
東
名
族
が
頂
点
に
立
つ
旧
来
の
門
閥
秩
序
を
深
く
奉
じ
、
そ
れ
を
露
骨
に
表
わ
し
た
士
大

夫
を
地
域
に
分
け
て
み
る
と
、
崔
・
慮
氏
と
通
豪
し
て
誇
っ
た
山
東
の
士
大
夫
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
秩
序
意
識
は
無
茶

太
和
年
間
以
来
、
急
劇
・
北
斉
代
に
懐
朔
鎮
で
賎
民
視
さ
れ
て
い
た
胡
族
応
じ
u
鍔
の
高
氏
と
通
名
し
た
と
は
言
え
、
変
わ
る
こ
と
な
く
、
唐
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ま
で
山
東
士
大
夫
間
に
伝
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
山
東
名
族
を
頂
点
に
戴
い
た
山
東
士
大
夫
の
内
訳
を
み
る
と
、
本
貫
が
山
東
で
は
な
い
が
山
東
名
族
と
同
格
で
あ
っ
た
醜
西
郡
の
藩
士
元
の

娘
を
嬰
る
た
め
に
、
息
子
が
莫
大
な
結
納
金
を
納
め
た
勃
海
郡
の
封
述
の
よ
う
な
五
姓
よ
り
格
下
の
地
方
の
漢
族
士
大
夫
が
挙
げ
ら
れ
よ
う

（『

k
斉
書
』
4
3
封
建
伝
）
。
前
に
み
た
如
く
萢
陽
郡
の
名
族
搬
器
・
河
東
郡
の
名
族
薩
道
衡
と
と
も
に
魏
族
の
胡
三
陸
彦
師
は
海
潮
に
入
っ
て
か

ら
、
北
周
代
に
廃
止
さ
れ
た
清
濁
の
区
別
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
の
三
人
と
も
北
魏
孝
文
帝
の
燦
燦
詳
定
以
来
、
士
大
夫
身
分
の
保
証
さ
れ
て
き

た
家
の
出
身
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
の
復
活
し
た
清
濁
の
区
別
と
は
旧
来
の
門
閥
秩
序
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
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無
代
に
清
濁
の
別
を
復
活
さ
せ
た
一
人
の
胡
座
陸
彦
師
も
、
山
東
地
域
出
身
で
あ
る
か
ら
、
陸
氏
の
よ
う
な
北
魏
太
和
年
間
以
来
士
大
夫
の
地

位
に
留
ま
り
、
東
西
分
裂
後
も
山
東
に
い
た
胡
大
群
A
も
山
東
名
族
を
門
閥
秩
序
の
頂
点
に
立
つ
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
貞
観
期

に
『
氏
族
志
』
の
編
纂
を
統
轄
し
、
当
初
博
陵
の
名
族
上
面
を
門
閥
の
筆
頭
に
定
め
て
太
宗
か
ら
さ
し
戻
さ
れ
た
高
士
廉
は
、
祖
父
が
高
歓
の

従
父
弟
高
岳
、
父
が
高
励
で
、
北
斉
宗
室
高
直
の
血
を
引
く
。
黒
氏
の
代
表
す
る
、
北
魏
末
年
に
六
事
か
ら
掘
起
し
山
東
に
入
り
東
魏
・
北
斉

を
擁
し
た
胡
族
群
じ
d
国
も
ま
た
、
山
東
名
族
を
頂
点
と
す
る
門
閥
意
識
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
唐
の
太
宗
李
世
民
は
か
か
る
山
東
士
大
夫
の
門
閥
意
識
に
反
発
を
感
じ
門
閥
秩
序
の
再
編
を
試
み
た
が
、
そ
れ
は
東
西
分
裂
後
、
東
魏
・
北

斉
か
ら
帯
代
ま
で
旧
来
の
門
閥
意
識
の
虜
と
な
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
山
東
地
方
の
士
大
夫
と
、
西
魏
・
北
勢
で
旧
来
の
門
閥
秩
序
を
打
破
し
て

成
立
し
、
唐
代
に
お
い
て
は
李
氏
を
頂
点
に
戴
く
統
治
集
団
で
あ
る
癩
菌
集
団
と
の
対
立
が
表
面
化
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
関
朧
集
団
は
そ
も
そ
も
旧
来
の
門
閥
秩
序
を
超
え
て
成
立
し
た
は
ず
な
の
だ
が
、
階
・
釜
初
に
お
い
て
旧
来
の
門
閥
秩
序
を
集

団
構
成
員
の
意
識
か
ら
完
全
に
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
前
に
引
い
た
よ
う
に
階
調
に
弘
農
の
楊
素
は
子
楊
玄

縦
の
た
め
に
辞
を
低
く
し
て
、
清
河
の
名
族
崔
傭
の
娘
を
迎
え
た
こ
と
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
『
貞
観
氏
族
志
』
編
纂
の
折
り
、
高
士

廉
に
同
調
し
て
令
狐
詩
話
・
章
挺
が
博
陵
の
崔
幹
を
門
閥
の
第
一
等
に
推
し
た
こ
と
は
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
楊
素
は
父
楊
敷
が
北
周
の
溌
州

刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
、
自
身
も
北
周
で
葺
騎
大
将
軍
・
司
城
大
夫
を
歴
任
し
た
後
、
階
朝
に
仕
え
た
（
『
銀
歯
』
4
8
楊
素
雪
）
。
令
狐
徳
義
は
も
と
も

と
題
辞
郡
の
名
族
で
祖
父
令
狐
整
が
面
繋
の
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
（
『
周
書
』
3
6
令
狐
整
伝
）
、
露
量
狐
煕
は
吏
霧
中
大
夫
・
三
幅
大
将
軍
に
補
せ

ら
れ
た
（
『
周
書
』
3
6
論
理
煕
伝
）
。
章
挺
は
祖
父
難
顔
が
定
価
か
ら
徴
召
さ
れ
た
が
応
ぜ
ず
、
伯
父
章
世
康
が
北
周
の
上
開
府
・
司
会
中
大
夫
に

坐
せ
ら
れ
　
（
『
晴
書
』
4
7
章
安
康
）
、
父
毒
沖
が
畔
豆
で
少
御
駕
下
大
夫
・
粉
薬
刺
史
を
経
歴
し
た
（
『
階
書
』
4
7
闇
雲
伝
）
。
楊
・
令
狐
・
章
の
三
惑

と
も
北
周
に
仕
え
関
朧
集
団
の
】
翼
を
担
っ
た
家
で
あ
っ
た
。

　
李
世
民
は
藤
壷
集
団
が
政
界
で
優
位
に
立
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
団
外
の
山
東
士
大
夫
は
山
東
名
族
の
家
格
に
最
高
評
価
を
与
え
、

更
に
集
団
の
構
成
員
も
同
様
の
格
付
け
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
政
治
的
地
位
と
士
大
夫
社
会
で
の
家
格
評
価
と
の
乖
離
現
象
に
終
止
符
を
打
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ち
、
最
初
第
一
等
の
家
格
に
置
か
れ
た
博
陵
の
滞
貸
を
第
三
等
に
ひ
き
ず
り
降
ろ
し
、
唐
の
宗
室
李
氏
を
第
一
等
に
あ
げ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
関
朧
集
団
の
優
勢
下
に
山
東
士
大
夫
を
統
合
し
、
改
め
て
家
格
を
定
め
、
門
閥
秩
序
を
再
編
す
べ
く
、
二
回
に
亙
っ
て
『
貞
観
璃
族

志
』
を
編
纂
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
『
颪
観
氏
族
志
』
の
第
一
次
編
纂
で
は
、
三
九
八
姓
を
郡
望
に
指
名
し
、
士
大
夫
身
分
に
位
置
付
け
た
上
、
こ
の
三
九
八
姓
間
で
通
婚
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
と
を
定
め
、
こ
れ
以
外
の
一
コ
○
○
雑
姓
と
の
通
論
を
禁
じ
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。
所
謂
「
身
分
内
婚
制
」
の
成
立
で
あ
る
。
第
一
次
氏
族

志
と
も
言
う
べ
き
、
敦
燈
発
見
の
国
立
北
京
図
書
館
所
蔵
「
位
字
七
九
号
」
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
池
田
島
民
の
移
録
を
基
に
み
て
み

　
⑪

よ
う
。
漢
族
で
は
、
山
東
士
大
夫
で
あ
る
萢
陽
郡
の
盧
氏
、
趙
郡
の
李
氏
、
黒
藻
郡
の
農
民
、
清
河
郡
の
崔
氏
な
ど
の
五
型
名
族
、
広
平
郡
の

宋
氏
、
雪
間
郡
の
邪
氏
、
渤
海
郡
の
高
氏
、
鉦
鹿
郡
の
黒
氏
、
清
河
郡
の
房
氏
の
地
方
名
族
、
関
朧
士
大
夫
で
あ
る
弘
農
郡
の
楊
氏
、
太
原
郡

の
令
狐
氏
の
名
が
、
郡
望
と
し
て
列
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
漢
族
士
大
夫
と
と
も
に
、
豪
族
も
念
望
中
に
伍
し
て
い
る
。
太
原
郡
の
馬
繋
氏
、

同
郡
の
尉
遅
氏
、
上
製
郡
の
赫
連
詩
、
陳
留
郡
の
元
民
、
河
南
郡
の
賀
蘭
氏
・
欝
欝
・
穆
氏
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
郡
望
に
定
め
ら
れ
た

胡
族
を
北
魏
孝
文
帝
の
姓
族
詳
定
で
士
人
身
分
に
据
え
ら
れ
た
後
も
そ
の
地
位
を
保
っ
た
と
み
ら
れ
る
胡
族
群
A
と
、
洛
陽
遷
都
後
六
書
に
取

り
残
さ
れ
賎
民
化
し
、
黒
塗
末
年
の
反
乱
時
に
蜂
起
し
て
東
魏
・
北
斉
に
参
加
し
た
胡
族
群
b
ウ
国
と
同
じ
く
西
部
・
北
周
を
樹
立
し
た
胡
馬
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

じd

?
に
分
類
す
る
と
、
胡
歯
群
A
は
元
・
穆
・
丘
の
三
朔
、
胡
族
群
b
d
団
は
鮮
干
氏
、
胡
弓
思
切
毛
は
尉
遅
・
賀
蘭
・
赫
連
の
三
弦
で
あ
る
。

　
『
無
学
志
』
中
の
堂
下
の
郡
望
で
、
胡
族
望
A
の
元
氏
は
北
魏
孝
文
帝
の
姓
族
詳
定
で
士
大
夫
身
分
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
地
位
を
そ
の
後
も

保
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
郡
望
に
指
定
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
素
話
群
C
ご
ノ
く
に
分
類
し
た
尉
遅
・
賀
蘭
・
赫
連
の
三
民
は
各
々

六
鎮
の
乱
の
中
か
ら
頭
角
を
現
わ
し
、
重
罪
集
団
を
構
成
し
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
唐
の
太
宗
李
世
民
が
、
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
後
膨

罠
化
し
六
鎮
の
乱
後
関
朧
集
団
に
参
加
し
た
胡
族
の
家
を
士
大
夫
身
分
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
意
図
が
窺
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
『
貞
観
氏
族
志
』
を
編
纂
す
る
こ
と
に
よ
り
、
唐
太
宗
李
世
民
は
関
学
集
國
の
優
位
下
に
門
閥
秩
序
の
再
編
を
厨
論
だ
が
、
同
じ

意
図
は
高
宗
代
の
六
五
九
年
（
堅
陣
四
）
に
孔
志
郷
・
楊
仁
卿
・
史
玄
道
・
呂
才
等
1
2
人
に
よ
り
編
ま
れ
た
『
姓
氏
録
』
に
も
貫
か
れ
て
い
た
こ
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と
が
、
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
。
こ
の
『
姓
氏
録
』
は
聖
母
宗
が
則
天
劇
通
の
家
が
『
貞
観
氏
族
志
』
に
郡
望
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い

の
を
み
、
李
義
府
が
自
分
の
家
の
名
が
な
い
の
を
恥
じ
、
改
め
て
刊
定
し
、
合
わ
せ
て
二
三
五
姓
、
一
一
二
八
七
家
を
官
品
に
よ
り
九
等
に
分
け

て
記
載
し
た
。
当
時
、
軍
功
を
立
て
五
品
に
入
っ
た
も
の
の
家
も
、
こ
れ
に
記
載
し
、
士
大
夫
扱
い
し
た
（
『
新
』
9
5
高
倹
伝
）
。
そ
れ
故
、
『
姓
氏

録
』
は
、
『
貞
観
氏
族
志
』
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
門
閥
秩
序
に
新
興
階
層
を
加
え
位
踏
付
け
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
存
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
姓
氏
録
』
で
基
準
と
し
た
官
品
が
何
時
の
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
今
一
り
に
高
宗
の
即
位
し
た
六
四
九
年
か
ら
同
書
が
編
纂
さ
れ
た
六
五

九
年
ま
で
の
官
品
を
基
準
に
そ
の
第
】
姓
を
み
る
と
、
単
比
集
団
に
参
加
し
た
家
は
、
李
（
唐
宗
義
）
・
獲
・
長
孫
・
王
（
以
上
、
百
姓
）
・
楊
（
椰

公
・
階
宗
室
）
・
宇
文
（
介
公
・
北
周
宗
室
）
・
干
（
遡
上
・
太
子
太
師
、
以
下
（
）
内
は
該
当
老
の
名
と
規
準
の
官
位
）
の
七
姓
で
あ
り
、
残
り
の
武
（
同

姓
）
・
李
（
世
動
・
司
空
）
・
書
意
（
敬
徳
・
開
府
儀
同
憂
司
）
・
張
（
行
成
・
尚
書
右
僕
射
）
・
楮
（
遂
良
・
同
上
）
の
五
姓
よ
り
多
く
、
出
東
名
族
が
入
っ

て
お
ら
ず
、
関
縢
集
団
の
優
位
下
で
門
閥
秩
序
が
樹
て
ら
れ
た
の
が
認
め
ら
れ
る
。

　
太
宗
は
『
氏
族
志
』
を
編
み
門
閥
秩
序
を
改
め
た
だ
け
で
な
く
、
宗
室
李
氏
の
王
妃
、
公
主
の
婿
は
み
な
当
時
の
勲
貴
・
名
臣
の
家
か
ら
選

び
、
山
東
名
族
か
ら
は
迎
え
な
か
っ
た
（
『
新
』
9
5
高
倹
伝
）
。
勲
貴
・
名
臣
の
家
と
は
、
関
朧
集
団
の
家
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
山
東
名
族
に
対
し
て
は
、
高
宗
代
に
は
李
義
府
が
山
菓
名
族
が
互
い
に
通
婚
し
合
っ
て
家
格
を
誇
っ
て
い
た
の
を
み
て
、
自
分
の
子

の
た
め
に
山
東
名
族
の
家
か
ら
嫁
を
迎
え
よ
う
と
し
た
が
、
断
わ
ら
れ
た
の
を
腹
い
せ
に
、
上
奏
し
て
朧
西
卑
属
を
含
め
、
太
原
王
残
、
榮
陽

郷
氏
、
萢
陽
盧
氏
、
清
河
・
長
櫃
の
両
部
氏
、
趙
郡
李
氏
が
互
い
に
通
曝
し
合
う
の
を
禁
じ
た
（
『
旧
』
8
2
李
義
府
伝
、
『
新
』
脇
上
、
同
伝
）
。

　
か
く
太
宗
・
用
宗
時
代
に
唐
宗
室
李
氏
を
頂
点
と
し
、
単
相
集
団
の
優
勢
下
に
山
東
士
大
夫
を
置
き
且
つ
李
玩
は
関
朧
集
団
内
の
家
に
限
っ

て
通
下
す
る
こ
と
に
よ
り
山
東
名
族
と
一
線
を
画
し
た
上
、
更
に
山
東
名
族
間
の
重
婚
を
制
し
た
け
れ
ど
も
、
関
朧
集
団
と
山
東
士
大
夫
と
の

阻
隔
関
係
が
い
つ
ま
で
も
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
唐
の
宗
室
で
李
禺
の
八
代
孫
、
雍
王
李
絵
の
七
代
孫
、
重
陽
王
李
道
明
の
五
代
謄
躍
那
は
、
博
陵
郡
の
名
族
嶺
友
之
の
娘
を
嬰
つ
た
が
、
こ

の
女
性
は
菓
魏
・
北
斉
で
溺
州
別
駕
・
京
畿
司
馬
・
燈
下
太
守
を
歴
任
し
た
崔
伯
謙
の
七
代
孫
に
当
っ
た
（
案
文
公
校
昌
黎
先
生
集
』
3
4
「
李
那
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北朝階唐時代における胡族の通婚関係（長部）

墓
誌
銘
」
）
。
李
那
は
生
丸
年
が
七
四
九
－
八
二
一
年
で
あ
る
か
ら
、
衝
く
と
も
八
世
紀
半
ば
に
は
関
朧
集
団
を
代
表
す
る
李
氏
と
山
東
名
族
と

の
問
に
あ
っ
た
通
婚
上
の
隔
壁
が
取
り
払
わ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
唐
宗
室
の
祖
先
李
虎
と
と
も
に
六
鎮
の
乱
に
蜂
起
し
関
朧
集
団
に
参
加
し
た
意
表
群
じ
d
名
の
子
孫
は
、
い
つ
頃
関
朧
集

団
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
山
東
の
名
族
士
大
夫
（
五
畜
）
と
通
婚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
と
こ
ろ
黒
田
が
通
婚
し
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
例
は
な
い
が
、
空
く
と
も
関
朧
集
団
を
代
表
す
る
李
氏
が
崔
氏
と
通
事
し
た
の
が
確
め
ら
れ
る
八
世
紀
中
頃
に
は
両
者
の
壁
が
消
え
、

通
婚
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
が
通
学
し
た
時
を
以
て
、
は
じ
め
て
胡
漢
の
民
族
差
別
或
い
は
士
・
賎
と
い
う
身
分
差

別
、
関
朧
・
山
東
と
い
う
地
域
差
別
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

③
　
『
魏
書
』
8
0
侯
莫
陳
悦
伝
、
『
北
斉
書
』
1
9
侯
莫
陳
相
伝
、
『
周
書
』
1
6
侯
莫
陳

　
崇
伝
、
同
上
侯
莫
陳
顔
伝
、
岡
上
侯
莫
陳
凱
伝
、
同
1
9
下
階
陳
順
伝
、
『
晴
書
』

　
5
5
侯
莫
陳
頴
伝
。
武
川
鎮
出
身
者
は
、
侯
莫
陳
崇
、
慶
・
凱
・
順
・
穎
の
五
人
で

　
あ
る
。

②
　
　
『
文
書
』
5
6
盧
庭
伝
「
自
心
意
以
降
、
選
無
清
濁
。
皇
霊
擁
吏
部
、
与
早
道
衡
、

　
陸
彦
師
等
凱
別
士
流
」
・
『
上
書
』
7
2
陸
彦
師
伝
「
歳
余
、
転
吏
部
侍
郎
。
階
承
周

　
制
、
三
無
清
濁
。
彦
師
在
職
、
凡
所
任
人
、
頗
物
別
於
士
庶
。
論
者
美
之
」
。

③
孝
武
帝
の
西
遷
に
謂
っ
た
も
の
は
、
盧
弁
（
『
聖
書
』
2
4
本
伝
）
、
鄭
孝
穆
（
同

　
3
5
本
伝
）
、
王
思
政
（
同
1
8
）
で
あ
る
。
ま
た
孝
武
帝
の
西
遷
し
た
後
を
追
っ
て

　
西
嚇
し
た
も
の
に
、
四
光
（
同
4
5
）
が
い
る
。
更
に
孝
武
帝
と
と
も
に
高
歓
を
討

　
と
う
と
し
た
賀
抜
勝
に
従
っ
て
荊
州
か
ら
梁
に
一
旦
帰
属
し
て
か
ら
藩
中
へ
移
っ

　
た
も
の
に
、
盧
柔
（
同
3
2
）
が
い
る
。
そ
の
後
賀
抜
岳
に
従
っ
て
入
関
し
た
も
の

　
に
、
王
雄
が
い
る
。

④
陳
寅
恪
『
唐
代
政
治
史
述
論
稿
』
（
一
四
－
｝
七
頁
、
四
八
一
四
九
頁
上
海
古

　
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）

⑥
　
王
仲
攣
『
魏
晋
南
北
朝
史
痂
⑯
（
六
一
九
－
六
ニ
ニ
頁
、
上
海
人
民
出
版
社
）

『

　
⑥
注
④
引
用
書
ご
二
頁
。

　
⑦
同
一
四
－
一
七
頁
。

　
⑧
同
一
入
一
一
九
頁
、
四
八
一
閥
九
頁
。

　
⑨
北
斉
政
権
内
で
、
胡
族
と
漢
族
士
大
夫
と
が
暗
闘
を
繰
り
広
げ
た
が
、
そ
の
一

　
方
で
漢
族
士
大
夫
が
売
婚
を
盛
ん
に
行
な
っ
た
。
胡
族
と
漢
族
藁
火
央
と
の
通
婚

　
関
係
は
、
高
議
以
外
そ
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
売
婚
の
相
手
、
胡
町
が
含

　
　
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
今
の
と
こ
ろ
確
言
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
高
氏
以
外

　
　
の
蕉
門
群
じ
ご
国
の
家
々
が
、
通
婚
を
通
し
て
旧
来
の
門
㎜
閥
秩
序
に
改
編
を
加
え
た

　
　
か
ど
う
か
、
今
の
と
こ
ろ
明
言
で
き
な
い
。
将
来
の
課
題
に
属
す
る
。

⑩
　
仁
井
田
陞
「
六
朝
及
び
唐
初
の
身
分
的
内
婚
制
」
（
『
中
国
法
制
史
研
究
一
奴

　
隷
農
奴
法
・
家
族
村
落
法
－
』
六
一
四
i
六
一
七
頁
、
東
大
出
版
会
、
一
九
六

　
　
二
年
）

⑪
　
池
田
温
「
唐
代
の
郡
望
表
㈹
一
九
、
十
世
紀
の
敦
燈
写
本
を
中
心
と
し
て

　
　
一
」
（
『
東
洋
学
報
』
4
2
一
九
六
〇
年
）

⑫
鮮
干
氏
の
伝
は
、
『
周
書
』
に
は
な
く
『
北
斉
書
』
4
1
に
二
子
世
継
伝
、
『
北
史
』

　
　
5
3
に
鮮
子
牛
伝
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
両
唐
笛
に
も
な
い
。
鮮
子
世
栄
と
鮮
干
貞
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は
親
子
で
あ
り
、
世
栄
の
父
宝
渠
は
懐
湖
鎮
将
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
鮮
干

　
氏
は
、
鮮
干
寵
栄
と
子
孫
の
関
係
に
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
胡
族
群
ζ
d
悶
に

　
分
類
し
た
。

⑬
　
尉
遅
氏
は
、
北
周
末
期
五
入
○
年
（
大
象
二
）
に
心
耳
廻
が
宣
帝
の
死
後
幼
い
静

　
帝
の
代
わ
り
に
、
摂
政
と
な
っ
た
楊
堅
に
反
旗
を
翻
し
て
敗
れ
、
子
の
寛
・
誼
・

　
順
・
惇
・
祐
が
諌
獄
さ
れ
た
が
、
誼
ら
の
子
は
幼
な
か
っ
た
の
で
、
処
刑
を
免
れ

　
た
（
『
北
史
』
6
2
　
尉
遅
廻
伝
）
。
尉
遅
週
の
第
綱
の
子
安
も
階
代
ま
で
生
き
の
び

　
鴻
腱
卿
、
左
衛
大
将
軍
を
歴
任
し
た
（
『
詠
史
』
6
2
尉
遅
自
伝
）
。
ま
た
安
の
兄
弟

　
勤
も
特
に
赦
さ
れ
た
（
『
『
北
史
臨
6
2
尉
遅
誤
伝
）
。
更
に
唐
武
徳
年
賀
に
廻
の
従

　
孫
の
庫
部
員
外
郎
書
福
が
上
表
し
て
廻
の
改
葬
を
申
講
し
、
許
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

尉
達
邊
の
血
統
が
唐
詩
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
『
周
書
』
2
1
尉
遅
週
俵
）
。

太
原
総
構
に
指
定
さ
れ
た
尉
遅
氏
は
、
尉
遅
洞
』
の
子
孫
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、

胡
族
群
し
6
≦
に
分
類
し
た
。
賀
蘭
琉
は
、
武
川
鎮
出
身
で
十
二
大
将
軍
の
一
人

と
な
っ
た
賀
蘭
語
の
子
孫
と
推
定
ざ
れ
る
（
『
周
書
』
1
6
、
同
書
2
0
賀
獲
麟
）
。
赫

理
法
は
『
周
書
』
2
7
に
赫
連
達
伝
、
『
北
殿
書
』
4
0
に
赫
連
子
詳
伝
が
立
て
ら
れ
て

お
り
、
い
ず
れ
も
赫
連
勃
勃
の
子
孫
で
あ
る
。
赫
連
達
の
郷
里
は
、
此
侭
郡
で
あ

る
。
赫
連
子
悦
の
郷
里
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
両
人
と
も
、
六
百
の
乱
で
堀
起

し
た
胡
族
で
あ
る
。
『
氏
族
志
瓢
残
巻
が
い
ず
れ
の
子
孫
を
指
す
の
か
、
或
い
は

両
方
の
子
孫
を
指
す
の
か
、
特
定
で
き
な
い
が
、
胡
族
群
切
≦
に
一
応
配
し
た
。
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結

語

　
小
論
で
は
、
北
朝
階
唐
時
代
に
お
け
る
士
族
の
通
算
関
係
を
、
漢
族
と
の
通
婚
関
係
を
基
軸
に
し
て
整
理
・
考
察
し
た
。
以
下
、
そ
の
結
果

を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
胡
族
全
体
か
ら
み
て
、
胡
族
が
漢
族
と
通
湿
す
る
よ
う
に
大
き
く
転
回
す
る
時
期
は
、
北
魏
か
ら
唐
代
ま
で
の
間
に
二

度
あ
っ
た
。
時
間
の
順
に
言
う
と
、
第
一
期
は
五
世
紀
末
に
孝
文
帝
が
欝
欝
政
策
を
推
進
し
た
時
期
で
、
両
者
の
通
婚
が
重
ね
ら
れ
た
場
は
洛

陽
で
あ
っ
た
。
第
二
期
は
第
一
期
に
漢
化
政
策
か
ら
疎
外
さ
れ
、
六
指
内
で
主
に
同
族
を
相
手
に
通
婚
し
て
い
た
胡
族
が
漢
族
と
通
労
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
六
鎮
の
乱
後
、
束
魏
・
北
斉
、
西
魏
・
北
周
が
併
離
し
た
東
西
分
裂
期
で
あ
っ
た
。

　
つ
い
で
北
魏
孝
文
帝
が
胡
漢
両
族
を
統
合
し
た
門
閥
秩
序
身
分
の
観
点
か
ら
、
胡
族
が
通
婚
し
た
漢
族
の
出
自
を
検
討
し
た
。
第
一
期
を
境

に
韓
族
が
通
婚
し
た
漢
族
は
、
多
く
が
士
大
夫
で
あ
っ
た
。
一
方
、
六
鎮
の
胡
族
は
賎
民
化
し
た
同
族
同
士
通
町
し
て
い
た
が
、
六
夢
の
乱
後

の
東
西
分
裂
期
に
は
東
西
に
分
か
れ
た
胡
族
の
い
ず
れ
も
漢
族
士
大
夫
と
通
婚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
摺
餌
孝
文
帝
の
姓
族
詳
定
に
よ
り
最
高

の
家
格
と
認
定
さ
れ
た
五
機
中
の
山
東
名
族
と
の
通
町
の
有
無
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
第
二
期
の
漢
族
と
通
婚
し
は
じ
め
た
手
締
が
、
漢
族
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士
大
夫
と
の
間
の
壁
を
完
全
に
超
え
て
通
塞
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
東
西
に
分
け
て
胡
族
の
通
婚
関
係
を
み
る
と
、
東
の
胡
族
は
高

氏
の
如
く
、
山
東
名
族
と
通
用
し
た
も
の
が
存
し
た
の
に
対
し
、
西
の
苗
族
は
関
朧
士
大
夫
と
通
婚
し
た
が
、
山
東
の
名
族
士
大
夫
と
は
関
朧

集
団
に
参
加
し
た
者
を
除
い
て
重
婚
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
東
西
分
裂
と
い
う
政
治
的
対
立
、
山
東
名
族
が
東
之
・
北
斉
治
下
に
い
た
と
い
う

地
域
事
情
が
重
ね
合
わ
さ
っ
た
結
果
で
あ
る
が
、
五
七
七
年
に
東
西
統
一
が
実
現
し
た
後
も
、
山
東
名
族
と
の
間
に
通
船
関
係
が
生
じ
な
か
っ

た
。
山
東
名
族
は
、
五
世
紀
末
に
北
魏
国
家
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
最
高
の
家
格
を
売
り
物
に
し
て
通
歯
し
て
い
っ
た
。
塾
代
に
は
関
朧
集
団
の

側
に
立
つ
漢
族
の
太
宗
李
世
民
は
、
こ
れ
に
禦
肘
を
加
う
べ
く
、
六
鎮
系
統
の
胡
族
を
含
む
関
朧
集
団
の
優
勢
下
に
門
閥
秩
序
を
再
編
し
、
山

東
名
族
を
下
座
に
置
い
た
。
そ
し
て
宗
室
李
氏
が
山
東
名
族
と
一
線
を
画
し
、
通
庭
し
な
か
っ
た
が
、
同
様
に
風
鎮
系
統
の
胡
族
も
山
東
名
族

と
通
婚
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
累
代
に
お
い
て
い
っ
か
ら
関
心
集
団
内
の
六
鎮
系
統
の
胡
族
と
山
東
の
名
族
士
大
夫
と
が
通
婚
し
始
め
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
証
明
で
き
な

い
。
そ
れ
は
関
朧
集
団
と
山
東
名
族
と
の
間
の
阻
隔
が
取
り
払
わ
れ
た
時
期
と
考
え
る
な
ら
ば
、
宗
室
李
氏
が
八
世
紀
半
ぱ
に
は
山
東
士
大
夫

と
通
婚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
代
中
頃
に
は
そ
の
系
統
の
華
族
と
山
東
士
大
夫
と
の
間
に
重
婚
関
係
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
最
後
に
小
論
に
お
い
て
未
解
決
の
ま
ま
で
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
掲
げ
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
課
題
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、

東
魏
・
北
砂
に
お
い
て
六
鎮
出
身
の
魚
族
高
言
が
山
東
名
族
と
通
婚
し
た
こ
と
は
前
に
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
政
治
史
で
み
ら
れ
る
懸
道

対
立
と
如
何
に
政
治
史
の
文
脈
に
沿
っ
て
整
合
的
に
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
胡
族
は
漢
族
士
大
夫
と
前
述
し
た
二
つ

の
時
期
を
境
に
通
照
し
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
通
義
関
係
が
生
じ
た
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
か
ら
縁
族
が
漢
族
の
文
化
を
受
容
し
た
、
つ

ま
り
漢
化
し
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
別
に
漢
化
の
過
程
・
構
造
を
考
究
す
る
こ
と
が
待
た
れ
る
。
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A　Study　of　the　Marriage　of　the　Non－Chinese

Nation　from　the　Northern　Dynasties　to　the

　　　　　　　　　　Sui　and　Tang　Dynasties

by

OsABE　Yoshihiro

　　One　of　the　notable　things　about　the　political　history　from　the　nortltern

dynasties　to　the　Sui　and　Tang　dynasties　is　the　process　of　the　cooperation

and　the　national　integration　between　the　Xianbei鮮卑　nation，　who

organized　an　army　with　founded　the　Northern　Wei　dynasty，　and　the

Chinese　who　were　conquered　by　the　Xianbei　nation　and　gradually

participated　in　the　government　as　bureaucrats．　Although　their　cooperation

and　integration　was　greatly　abetted　by　the　policies　of　Xiaowen－di孝文

crf，　all　problems　were　not　solved　in　a　slngle　stroke．　After　the　revolt　at

the　end　of　the　Northern　Wei　dynasty，　their　relationship　became　closer．

　　Since　the　author　takes　marriage　between　these　two　nations　as　having

been　the　most　effective　means　of　ackieving　cooperation　and　integration，

he　analyzes　several　cases　of　marriage　in　order　to　shed　light　on　the

structure　at　that　time．

The　English　Levant　Trade　and　lts　Decline

　　　　　　　　in　the　Eighteenth　Century

by

KAwAwAKE　Keiko

　　English　trade　overseas　grew　rapidly　from　tke　1660s．　The　English

Levant　trade，　however，　began　to　stagnate　and　decline　during　the　18th

century，　contrary　to　other　trends．　ln　this　essay，　the　author　discusses

the　stagnation　and　decline　of　the　Levant　trade　during　the　English

commercial　revolution　as　well　as　the　various　causes　whick　precipitated

this　phenomenon．　The　author　explains　how　the　Levant　Company　operated

its　trade　monopoly．　She　provides　statistics　concerning　Levant　trade　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（641）




